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 １ 策定の趣旨 
   広島県では，これまでに循環型社会１の形成を目指して，第１次廃棄物処理計画（平成

１５年３月策定）及び第２次廃棄物処理計画（平成１９年１２月策定）を策定し，県民・

事業者・ＮＰＯ等の関係団体・行政が協力して廃棄物の減量化や各種の廃棄物対策に取

り組んできました。 
    
   しかしながら，廃棄物の発生抑制や減量化，リサイクルの推進，廃棄物の適正処理や

処理施設の確保及び不法投棄等について，依然として課題が残されています。 
更に，世界的には，地球規模での人口増加や経済規模の拡大の中で，資源制約の顕在

化に加え，人類が大量に排出しているＣＯ２（二酸化炭素）などの温室効果ガスがもたら

す地球温暖化により，水資源や生態系などに悪影響が生じてきています。 
 
これらの課題を解決し，将来世代にも継承することができる持続可能な社会づくりを

するためには，資源の採取や廃棄に伴う環境への負荷を最小にする「循環型社会」の実

現に向けた取組とともに，地球温暖化問題に対応した「低炭素社会２」の構築に向けた取

組を併せて進めることが重要です。 
環境への負荷が少ない持続可能な社会を実現させるためには，これら取組の相互関係

を踏まえ，一体的な取組を展開していく必要があります。 
 
廃棄物処理を取り巻く状況は年々変化しており，廃棄物の減量化・リサイクル，適正

処理の徹底などについて，まだ多くの課題が残されており，循環型社会を実現させるた

めには，県民・事業者・ＮＰＯ等の関係団体・行政等の各主体が連携・協働して取り組

むことによって相乗効果を発揮することが大切です。 
県民は，環境への負荷の少ないライフスタイルの確立を図ることが重要です。 
事業者は，環境経営３を徹底させ，技術開発を進めるほか，製品・サービス提供のあら

ゆる段階において３Ｒ４の考え方を浸透させることが重要です。 
ＮＰＯ等の関係団体は，先進的な取組や研究を主導するとともに情報発信や各主体の

具体的な行動のきっかけ作りなど，つなぎ手としての役割を果たしていくことが期待さ

れます。 
行政は，各主体の取組基盤整備，法制度の施行，廃棄物等の循環的利用及び処分の実

施に加え，各主体間のコーディネータとしての役割を果たす必要があります。 
 
   これらを踏まえ，これまでの県民・事業者・ＮＰＯ等の関係団体・行政の取組，第２

次計画の評価，産業廃棄物埋立税の税収を利用した施策の効果や各種リサイクル法の改

正の動向などを基に，循環型社会の実現に向けて更なる取組を進めるため，第３次広島

県廃棄物処理計画（以下「第３次計画」という。）を策定しました。 
 
１ 循環型社会：大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会に代わるものとして提示された概念で「天然資源の消費が抑制され， 

環境への負荷ができる限り低減された社会」のこと。 
２ 低炭素社会：二酸化炭素等温室効果ガスの排出を自然が吸収できる量以内にとどめる社会のこと。 
３ 環境経営：従来の規制対応を中心とした環境保全だけでなく，環境への配慮を企業経営に統合すること。 
４ ３Ｒ：リデュース（Reduce：発生抑制），リユース（Reuse：再使用），リサイクル（Recycle：再生利用）をいう。リフュー

ズ（Refuse：過剰包装等の拒否），リペアー（Repair：修理）を含めて５Ｒとすることもある。 

第第 １１ 章章   計計 画画 のの 策策 定定 
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 ２ 計画の位置付け 
  ○ この計画は，廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号。以

下「廃棄物処理法」という。）第５条の５の規定に基づく法定計画です。 
  ○ 廃棄物処理法第５条の２に基づく国の「廃棄物の減量その他その適正な処理に関す

る施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針」に即したものであり，

循環型社会形成推進基本法や各種リサイクル法の趣旨を踏まえたものです。 
  ○ また，広島県環境基本計画に掲げた循環型社会の実現を図るための，本県の廃棄物

対策の基本となる計画であり，県民・事業者・廃棄物処理業者・市町・県がそれぞれ

の役割分担において，廃棄物の発生抑制，再使用，再生利用及び適正処理を推進する

指針とします。 
 

〔 国 〕           〔 広島県 〕           〔 市町 〕 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

環境基本法 

環境基本計画 

循環型社会形成推進
基本法 

循環型社会形成推進
基本計画 

廃棄物処理法 
第５条の２ 

（国の基本方針） 

広島県分別
収集促進 
計画 

広島県ＰＣＢ 
廃棄物処理

計画 

多量排出事業者の 
産業廃棄物処理計画

〔事業者〕

京都議定書 
目標達成計画 

 

第３次広島県 

廃棄物処理計画 

 

 
 
広島県地球温暖化

防止地域計画 

市町一般廃棄物

処理計画 

市町分別 
収集計画 

市町温暖化防止

関係地域計画 

広島県環境基本条例

広島県環境基本計画
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 ３ 目指すべき循環型社会の姿 
○ 大量生産，大量消費，大量廃棄といったこれまでの社会経済システム５や一人ひとり

のライフスタイルを見直し，できる限り廃棄物の発生を抑制し，再使用，再生利用及

び熱回収等を進めた上で，残った廃棄物については，環境負荷の低減に配慮して適正

に処理していく「循環型社会」の実現を目指します。 
  ○ また，この循環型社会の実現を目指す取組は，低炭素社会との一体的実現も視野に

入れた取組とします。 

 

         目指すべき循環型社会の姿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
５ （大量生産，大量消費，大量廃棄型の）社会経済システム：ここでは，（大量生産，大量消費，大量廃棄型の）社会的・

経済的活動や生活様式のことをいう。 

天然資源 

資源投入 

経済活動における天然資源
の使用の抑制 

生 産 
（製造・流通など） 

消費・使用 

廃 棄 

処 理
（焼却・再生など） 

埋立処分 ⑤ 適正処分 
 ・廃棄する場合は適正に処分

② 再使用（リユース）

 ・使用後の製品の再使用

① 発生抑制（リデュース）  
 ・耐久性が確保された製品の生産 
 ・過剰包装の自粛 
 ・製品の長期間使用など 

③ 再生利用（リサイクル） 
 ・資源として再生利用 

④ エネルギー・熱回収 
・処理の過程で生じたエネル

ギー・熱の回収 

※上の図は，目指すべき循環型社会において，天然資源が最終的に埋立処分等され

るまでの，資源循環フローです。 
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 ４ 計画の対象 
   この計画は，廃棄物処理法第２条に規定する廃棄物を対象とします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ５ 計画の期間 
   この計画の期間は，平成２３年度から平成２７年度までの５年間とし，平成２７年度

を目標年度とします。 
 
 ６ 廃棄物処理計画と市町計画との関係 
  ○ 市町は，廃棄物処理法により，区域内の一般廃棄物の減量に関し住民の自主的な活

動を促進するとともに，一般廃棄物を適正に処理するために必要な措置を講じる責務

を負っています。このため，市町は，一般廃棄物処理の基本となる一般廃棄物処理計

画や，容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（平成７年法律第

１１２号。以下「容器包装リサイクル法」という。）に基づく分別収集計画を策定し，

一般廃棄物の処理やリサイクルなどに取り組むこととされています。 
  ○ この廃棄物処理計画は，市町がこうした取組を計画的・効果的に進めていくための

基本的な方向を示すものです。 
 
 
 
 
 

 

産業廃棄物 

 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち法令 

 で定められた２０種類 

特別管理産業廃棄物（注） 

 

ごみ

生活系ごみ

し尿

事業系ごみ

一般ごみ（可燃ごみ，不燃ごみなど）

粗大ごみ 

特別管理一般廃棄物（注） 

一般廃棄物 

廃 棄 物 

（注）一般廃棄物又は産業廃棄物のうち，爆発性（揮発油類，灯油類等），毒性（廃ＰＣＢ，廃石綿等），

感染性その他，人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれのあるもの。 
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１ ごみの現状 
 （１）ごみの排出状況 
    ごみの排出量は，平成１２年度までは人口増加などに伴い，増加傾向にありました。

平成１３年度は，芸予地震の発生に伴い，一時的にごみ排出量が増加しました。 
    平成１４年度以降の減少要因としては，分別排出の取組，関係機関等と連携した普

及啓発活動による県民の環境意識の向上，人口減少などが考えられます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図２ ごみ処理の流れ（平成２０年度） 

（注）１人１日当たりの排出量＝排出量／人口（計画収集人口）／３６５日（または３６６日） 

第第 ２２ 章章   廃廃 棄棄 物物 処処 理理 のの 現現 状状 

第１節 一 般 廃 棄 物  

図１　ごみ排出量等の推移
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34万ｔ

　912ｇ

　971g
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140

Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

排　出　量
（万ｔ/年）

0

200

400

600

800

1,000

1,200

１人１日当たり排出量
（ｇ/人･日）

事業系ごみ

生活系ごみ

１人１日当たり排出量（広島県）

１人１日当たり排出量（全国平均）

（注）１．（ ）内は排出量に対する割合 

   ２. 減量化量は排出量から再生利用量及び最終処分量を

除いた量で，焼却，脱水などによる減量に相当する量

総 排 出 量      

９５.３万ｔ 

排 出 量 

９５.３万ｔ 

（100.0％） 

自家処理量 

０.０万ｔ 

中間処理量 

９０.５万ｔ 

（95.0％） 

うち焼却量 

６２.５万ｔ 

（65.6％） 

直接最終処分量 

３.３万ｔ 

（3.5％） 

処理後再生利用量 

１８.９万ｔ 

（19.8％） 

処理残さ量 

７.７万ｔ 

（8.1％） 

減 量 化 量      

６３.９万ｔ 

（67.1％） 

再生利用量 

２０.４万ｔ 

（21.4％） 

最終処分量 

１１.０万ｔ 

（11.5％） 

直接再生利用量 

１.５万ｔ 

（1.6％） 
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  （２）ごみの処理状況 
    ごみ処理量は，平成１４年度以降のごみ排出量の減少に伴い，減少しています。 

ごみ処理量のうち，焼却以外の中間処理量（粗大ごみ処理施設及び資源化施設の処

理量）については，平成１６年度に資源化施設であるごみ燃料化施設が本格的に稼動

したことに伴い，大幅に増加しています。 
    また，直接最終処分量は，平成１４年度以降減少しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 （３）ごみの再生利用等の状況 
    再生利用量は，容器包装廃棄物のリサイクル，焼却灰の有効利用等に加えて，特に，

平成１６年度にごみ燃料化施設が本格的に稼動したことに伴い，ＲＤＦ（ごみ固形燃

料）１の再生利用量が大幅に増加しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１ ＲＤＦ（Refuse Derived Fuel：ごみ固形燃料）：ごみに含まれる厨芥・紙などを乾燥・粉砕して石灰などを混ぜ，クレヨン

状に成型加工した固形燃料のこと。 

図３　ごみ処理量の推移
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図４　ごみ再生利用量等の推移
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再生利用率（全国平均）
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   また，平成１６年４月から，ＲＤＦ（ごみ固形燃料）によるごみの広域リサイクル発

電・灰溶融２事業を行う福山リサイクル発電㈱が操業を開始し，熱回収や溶融スラグ３の

リサイクルを行っています。市町のごみ焼却施設においても，焼却熱を活用した発電量

が増加するとともに，灰溶融スラグの有効利用が進みつつあります。 
 

   第１表 福山リサイクル発電（株）の施設概要 

設置場所 福山市箕沖町１０７－８ 

処理方式 シャフト炉式ガス化溶融炉（ＪＦＥエンジニアリング（株）） 

施設規模 
ＲＤＦ燃焼量 ３１４ｔ／日（１炉） 

発電端出力  ２０,０２０ｋＷ 発電端効率  ２８.１％ 

稼動年月 平成１６年４月 

ＲＤＦ処理量等 
平成１９年度：ＲＤＦ処理量７３,４７０トン，溶融ｽﾗｸﾞ製造量４,８５２トン 

平成２０年度：ＲＤＦ処理量７４,８２７トン，溶融ｽﾗｸﾞ製造量７,８７６トン 

発 電 量 
平成１９年度：１０６,３１４ ＭＷｈ 

平成２０年度：１１０,４２７ ＭＷｈ 

参画市町 
三原市，尾道市，福山市，府中市，庄原市，大竹市，廿日市市，世羅町，神石高原町  

合計 ９市町 

 
   第２表 市町のごみ発電量 

年 度 年間総発電量 関係ごみ処理施設 

平成１８年度 １０５,６２８ＭＷｈ

平成１９年度 １０７,４２１ＭＷｈ

平成２０年度 １１８,６４４ＭＷｈ

広島市中工場，広島市安佐南工場（平成 20 年 3 月から稼動停

止），広島市南工場， 

広島市安佐北工場，クリーンセンターくれ， 

安芸クリーンセンター 

 

   第３表 市町における溶融スラグの再生利用状況（平成２０年度） 

製造量 

（千トン） 

再生利用量 

（千トン） 
関係ごみ処理施設 

１２.０ ８.６
広島市中工場，クリーンセンターくれ， 

安芸クリーンセンター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 灰溶融：焼却灰やばいじんを，融点（１,３００～１,５００℃）以上の高温で処理し，岩石状の固化物にすること。灰溶融

によって得られた固化物（灰溶融固化物）は，元の容積の１／２～１／３に減容できること，重金属の溶出のおそれがない

こと，土木・建設材料としての再生利用が期待できるなどの利点がある。 

３ 溶融スラグ：被溶解物中の無機質が溶融してガラス質になったもので，道路の路盤材などに使用されている。 
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 （４）ごみの最終処分の状況 
    最終処分量は，平成１３年度まで増加傾向にありましたが，平成１４年度以降は減

少に転じています。平成１３年度は，芸予地震の発生に伴い，一時的に最終処分量が

増加しています。 
    平成１４年度以降の減少要因としては，ごみ排出量の減少のほか，各種リサイクル

法に伴う直接埋立量の減少などが考えられます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ※平成１３年度に一時的に最終処分量が増加しているのは，平成１３年３月に発生した芸予地震の影響に

よる。 

 
 （５）ごみ処理経費の状況 

    ごみ処理経費は，ごみ処理量が年々減少する一方で，ごみ処理方法の高度化や分別

収集区分の細分化に伴う収集・中間処理費及び委託費の増加により，平成１６年度以

降はほぼ横ばい傾向にあります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
（注）ごみ処理経費＝人件費＋処理費（収集運搬，中間処理及び最終処分に係る経費）＋委託費 

図５　ごみの最終処分量の推移

5.4万ｔ

5.6万ｔ105ｇ

119g

0

5

10

15

20

25

30

35

H１１ H１２ H１３ H１４ H１５ H１６ H１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

埋　立　量
（万ｔ/年）

0

50

100

150

200

250

300

350

１人１日当たり埋立量
（ｇ/人・日）

焼却灰埋立量

焼却灰以外の埋立量

１人１日当たり埋立量（広島県）

１人１日当たり埋立量（全国平均）

図６　ごみ処理経費の推移
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（６）ごみ処理施設の整備状況 

    市町及び一部事務組合が設置しているごみ処理施設の状況は，平成２０年度末現在

で，焼却施設が２６施設（処理能力：2,989ｔ/日），資源化施設が３０施設（処理能力：

635ｔ/日），粗大ごみ処理施設が１４施設（処理能力：401ｔ/日），燃料化処理施設が

７施設（処理能力：550ｔ/日），保管施設が３４施設（規模：14,353ｍ２），最終処分場

が２９施設（規模：約 892 万ｍ３，残余容量４：約 221 万ｍ３）となっています。 
 
 
 （７）不法投棄の状況 
    廃家電や家具類などの粗大ごみの不法投棄については，依然として跡を絶たない状

況にあります。 
    特に，テレビなど特定家庭用機器再商品化法（平成１０年法律第９７号。以下「家

電リサイクル法」という。）の対象となる大型廃家電については，排出者がリサイクル

料金等を負担することが義務付けられていることから，法施行時からこれらの不法投

棄が懸念されています。 
    県内における家電リサイクル法対象品目（テレビ，冷蔵庫・冷凍庫，エアコン，洗

濯機）の不法投棄の発生状況は次のとおりとなっており，市町など関係機関により，

様々な不法投棄防止活動を実施していますが，大型廃家電の不法投棄発生台数は，ほ

ぼ横ばいで推移しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

４ 残余容量：最終処分場で廃棄物を埋立処分できる全体の容量のうち，既に埋め立てられた容量を除いた，埋立可能な容量の

こと。 

1,324 394 181 332

1,393 298 182 273

1,483 370 127 304

1,543 363 111 304

1,489 409 90 333

1,398 434 68 269

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500
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Ｈ１７

Ｈ１８

Ｈ１９

Ｈ２０

Ｈ２１

図７　家電リサイクル法対象４品目の不法投棄状況の推移

テレビ 冷蔵庫・冷凍庫 エアコン 洗濯機
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 ２ 汚水処理 
 （１）汚水処理の状況 

    水洗化人口５は，平成２０年度で２,４７９千人で，そのうち公共下水道６人口が

１,７８５千人（水洗化人口の 72％），浄化槽７人口が６９４千人（同 28％）となって

います。水洗化率は年々上昇していますが，全国平均に比べると，依然として低い状

況となっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
５ 水洗化人口：公共下水道に接続してし尿等を処理している公共下水道人口と浄化槽（合併処理浄化槽，単独処理浄化槽，農

業集落排水処理施設等）を利用してし尿等を処理している浄化槽人口を合わせたもの。 
６ 公共下水道：主として市街地における下水を集中排除し又は処理するために，地方公共団体が管理する下水道で，処理場を

有するもの又は流域下水道に接続するものがある。 
７ 浄化槽：水洗トイレ汚水（し尿）と，台所や風呂，洗濯などの生活雑排水を微生物の働きにより浄化処理する装置のこと。 

公共下水道 

人   口 

 

1,785 千人 

（62.3％） 

浄 化 槽 

人   口 

 

694 千人 

（24.2％） 

計 画 収 集      

人   口 

 

365 千人 

（12.7％） 

自 家 処 理      

人   口 

 

20 千人 

（0.7％） 

 

 

水 洗 化 

人   口 

 

2,479 千人 

（86.6％） 

 

 

非 水 洗 化      

人   口 

 

385 千人 

（13.4％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総 人 口 

 

2,864 千人 

（100％） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

下水道終末処理場 

し尿処理施設（705.9 千 kl） 

下水道投入（10.9 千 kl） 

その他（農地還元を含む） 

（0千 kl） 

自家処理量（12.9 千 kl） 

浄化槽 
排水 

県外分し尿 県外分浄化槽汚泥 

し尿 286.8 

千 kl 

し尿 282.5 千 kl 

し尿 4.3 千 kl 

し尿 

0.1 千 kl 
汚泥 

0 千 kl 

汚泥 423.3 千 kl 

汚泥 6.5 千 kl 

汚泥 0千 kl 

し尿 12.9 千 kl 

汚泥 429.9 千 kl 

図９ し尿等の処理の流れ（平成２０年度） 

（注）人口は，平成２０年１０月１日現在 

図８　水洗化・非水洗化人口の推移

1,785千人

694千人

385千人

86.6％

90.7％

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０
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水洗化率
（％）

非水洗化人口
浄化槽処理人口
公共下水道人口
水洗化率（広島県）
水洗化率（全国平均）
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 （２）し尿等の排出状況 
    し尿及び浄化槽汚泥（以下「し尿等」という。）の排出量は，全体としては，下水道

や合併処理浄化槽の整備・普及に伴い，年々減少しています。 
 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

(千KL/年)

Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

図１０　し尿等の排出量の推移

し尿収集量 浄化槽汚泥収集量 自家処理量

 
    （３）し尿等の処理状況 

    し尿等は，し尿処理施設で処理されるものがほとんどで，一部が下水道投入により

処理されています。 

0

200

400

600

800

1,000

(千KL/年)

Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

図１１　し尿等の処理状況の推移

し尿処理施設 その他（農地還元を含む） 下水道投入
  

 
（４）し尿処理施設の整備状況 

    市町及び一部事務組合が設置しているし尿処理施設は，平成２０年度末現在で３６

施設あり，１日当たりの処理能力は，２,７７７キロリットルとなっています。 
 （５）浄化槽の整備状況 
    浄化槽の設置基数は，平成２０年度末現在１９４千基であり，うち単独処理浄化槽

が１１５千基，合併処理浄化槽が７９千基となっています。 
    単独処理浄化槽は，平成１２年６月の浄化槽法（昭和５８年法律第４３号）の改正

において，し尿と生活雑排水を合わせて処理するものだけが浄化槽と定義されたこと

12.9 千KL 

429.9千KL

286.8千KL

10.9千KL 

705.9千KL 
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から，新たに設置されることはなく，既設のものが廃止されたり，下水道又は合併処

理浄化槽に転換することにより減少傾向にあります。 
    一方，合併処理浄化槽は，新設又は単独処理浄化槽からの転換により増加傾向にあ

ります。 
    総数については，新規設置による増加要因と，下水道接続による減少要因により，

最近では，ほぼ横ばいで推移しています。 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

(千基)

Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

図１２  浄化槽の設置基数の推移

単独処理浄化槽 合併処理浄化槽

（６）浄化槽法定検査の受検状況 
    浄化槽の管理者は，浄化槽が正しく機能しているかどうかを確認するため，浄化槽

法に基づき，法定検査を受けることが義務付けられています。具体的には，新しく浄

化槽を設置した場合や構造又は規模の変更をした場合は使用開始３か月後から８か月

後までの間（新設時検査）に，また，その後も毎年１回，水質に関する検査（定期検

査）を受ける必要があります。 
    平成２１年度における法定検査の受検率は，新設時検査については，ほぼ１００％

ですが，定期検査については，４２.７％という水準にあります。 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

114,550基

79,008 基

図１３　浄化槽の法定検査の受検率の推移
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Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

（％）

新設時検査（広島県） 新設時検査（全国平均）
定期検査（広島県） 定期検査（全国平均）

99.7％

42.7％



 13

 
  
１ 排出量等の推移 

   近年，排出量は概ね１,４００万トン前後で推移しています。再生利用量は徐々に増加

し，平成２０年度には１，００１万トンに達し，また，最終処分量は５３万トンと大き

く減少しており，再生利用は着実に進んできました。再生利用量の増加は，鉱さい８,ば

いじん９や汚泥 10のセメントへの原料化の増大等によるものと考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
８ 鉱さい：鉱石から金属を精錬する際などに，溶融した金属上に浮かび上がる副産物等をいう。具体的には，高炉，平炉，転

炉，電気炉からの残さ（スラグ），キューポラ溶鉱炉のノロ，鋳物廃砂，サンドブラスト廃砂などがある。 
９ ばいじん：大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設及びダイオキシン類対策特別措置法に規定する特定施設又は焼却施設 

において発生し，集塵装置で捕集された粒子状の廃棄物のこと。 

10 汚泥：工場排水や下水などの処理後に残る又は各種製造業の製造工程において生じる泥状の廃棄物のこと。 

 

第２節 産 業 廃 棄 物  

図１４　産業廃棄物の排出量等の推移

924

1,3961,3571,4331,355

1,001927
838

207 60129
53

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

Ｈ７ Ｈ１２ Ｈ１７ Ｈ２０

（万トン/年）

排出量

再生利用量

最終処分量

排 出 量 

1,396 万ｔ 

（100％） 

直接再生利用量 

655 万ｔ 

（46.9％） 

中間処理量 

711 万ｔ 

（50.9％） 

直接最終処分量 

29 万ｔ 

（2.1％） 

処理残さ量 

369 万ｔ 

（26.4％） 

減 量 化 量      

342 万ｔ 

（24.5％） 

処理後再生利用量 

346 万ｔ 

（24.8％） 

処理後最終処分量 

24 万ｔ 

（1.7％） 

一時保管量 

1 万ｔ 

（0.1％） 

再生利用量 

1,001 万ｔ 

（71.7％） 

最終処分量 

53 万ｔ 

（3.8％） 

（注） （ ）内は排出量に対する割合 

図１５ 産業廃棄物の処理の流れ（平成２０年度） 
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 ２ 排出の状況 

   平成２０年度の状況を業種別に見ると，製造業からの排出量が最も多く，以下，電気・

ガス・水道業，建設業の順となっており，この３業種で全体の９０％を超えています。 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

  次に廃棄物の種類別に見ると，本県産業の特徴から鉱さいが４２％と最も多く，以下，

汚泥，がれき類，動物のふん尿の順となっており，この４種類で全体の８５％を占めて

います。 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 ３ 再生利用の状況 

   平成２０年度の再生利用量は１，００１万トンであり，このうち排出後，直接再生利

用された量（直接再生利用量）が６５５万トン，中間処理後再生利用された量（中間処

理後再生利用量）が３４６万トンとなっています。 
   これを業種別に見ると，製造業が最も多く，以下，建設業，農業，電気・ガス・水道

業となっており，この４業種で全体の９９％を占めています。 

図１６　業種別排出量（平成２０年度）

電気・ガス・水道業
17%（238万ｔ）

建設業
13%（178万ｔ）

農業
7%（99万ｔ）

その他
1%（13万ｔ）

製造業
62%（868万ｔ）

排出量：１,３９６万ｔ

排出量：１,３９６万ｔ

図１７　種類別排出量（平成２０年度）

金属くず
2%（30万ｔ）

その他
5%（64万ｔ）

汚泥
26%（366万ｔ）

がれき類
10%（133万ｔ）

動物のふん尿
7%（99万ｔ）

ばいじん
5%（72万ｔ）

木くず
3%（36万ｔ）

鉱さい
42%（596万ｔ）
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   次に廃棄物の種類別に見ると，鉱さいが最も多く，以下，がれき類，動物のふん尿，

ばいじんの順となっており，この４種類で全体の８８％を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   次に再生利用の用途別に見ると，セメント原材料が最も多く，以下，再生骨材・再生

路盤材 11，土木・建設資材，肥料又はその原（材）料の順となっており，この４種類で

全体の８９％を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 再生骨材・再生路盤材：がれき類や鉱さいなどから再生される粗骨材（砂利），細骨材（砂），道路舗装用材のこと。 
 

再生利用量：１，００１万ｔ

図１８　業種別再生利用量（平成２０年度）

製造業
69%（694万ｔ）

その他
1%（8万ｔ）

電気・ガス・水道業
5%（52万ｔ）

農業
10%（99万ｔ）

建設業
15%（148万ｔ）

再生利用量：１,００１万ｔ

図１９　種類別再生利用量（平成２０年度）

木くず
2%（24万ｔ） その他

3%（32万ｔ）

がれき類
12%（125万ｔ）

動物のふん尿
10%（99万ｔ）

ばいじん
6%（63万ｔ）

汚泥
4%（39万ｔ）

金属くず
3%（29万ｔ）

鉱さい
60%（590万ｔ）

図２０　用途別再生利用量（平成２０年度）

再生骨材・再生路盤材
23%（226万ｔ）

土木・建設資材
15%（155万ｔ）

肥料又は
その原（材）料
12%（121万ｔ）

鉄鋼原（材）料
5%（47万ｔ）

その他
6%（58万ｔ）

セメント原材料
39%（394万ｔ）

再生利用量：１,００１万ｔ
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４ 最終処分の状況 

   最終処分量は５３万トン（排出量の３．８％）となっており，その内訳を業種別に見

ると，建設業が最も多く，以下，製造業，電気・ガス・水道業の順となっており，この

３業種で全体の９６％を占めています。 
また，最終処分量の内訳を種類別に見ると，汚泥とばいじんが最も多く，以下，がれ

き類，ガラス・コンクリート・陶磁器くず，鉱さい，廃プラスチック類の順となってお

り，この６種類で全体の７９％を占めています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ５ 最終処分場の施設数及び残余容量の推移 

県内の最終処分場の施設数は，平成１４年度以降漸次減少しています。また，その残

余容量は，平成１５年度以降減少を続け，平成１９年度末現在で６２６万㎥で，残余年

数が７年とひっ迫した状況にあります。 
 
 

図２１　業種別最終処分量（平成２０年度）

製造業
32%（17万ｔ）

電気・ガス・水道業
21%（11万ｔ）

その他
4%（2万ｔ）

建設業
43%（23万ｔ）

最終処分量：５３万ｔ 

図２２　種類別最終処分量（平成２０年度）

その他
21%（11万ｔ）

ばいじん
17%（9万ｔ）

がれき類
15%（8万ｔ）

ｶﾞﾗｽ・ｺﾝｸﾘ‐ﾄ・
陶磁器くず
13%（7万ｔ）

鉱さい
11%（6万ｔ）

廃プラスチック類
6%（3万ｔ）

汚泥
17%（9万ｔ）

最終処分量：５３万ｔ 
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   第４表 最終処分場の設置等状況（平成１９年度末現在） 

施  設  数 残余容量（万ｍ３） 
設 置 

主 体 排 出 

事業者 

処 理 

業 者 
公 共 計 

排 出

事業者

処 理

業 者
公 共 計 

残余年数

安定型 

処分場 
５ ６７ １ ７３ ３ ３６５ １２ ３８０ ６.５ 

管理型 

処分場 
７ ２３ ２ ３２ ５ ２０４ ３７ ２４６ ８.１ 

計 １２ ９０ ３ １０５ ８ ５６９ ４９ ６２６ ７.０ 

 

 

 

 

 ６ 不法投棄の状況 

   投棄量が１０トン以上の不法投棄の発生状況は，ここ１０年間，年間１０件未満です

が，毎年発生しており，投棄量が１，０００トンを超える年度もあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１ 表中の施設は，廃棄物処理法第１５条の許可対象施設。 
   ２ 残余年数は，平成１９年度の埋立量の実績（管理型３０万立方メートル，安定型５８万立方メートル）から試算

したもの。 
   ３ 安定型処分場：地下水を汚染しない廃プラスチック類，ゴムくず，金属くず，ガラスくず・コンクリートくず・

陶磁器くず及びがれき類のみを埋め立てる産業廃棄物最終処分場のこと。 
   ４ 管理型処分場：浸出水による公共用水域及び地下水の汚染を防止するため，しゃ水工，集水設備，浸出水処理設

備等が設けられ，燃え殻，汚泥，木くず，鉱さい及びばいじんなどを埋め立てる産業廃棄物最終処分場のこと。

図２３　最終処分場の施設数及び残余容量

49576978567390102

569614674731

1,012
945

790
600

117
17

14
16

17

17
8

123 124

105108107

120125

107

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９

残余容量

（万ｍ
３
）

0

20

40

60

80

100

120

施設数

公共 処理業者 排出事業者 施設数

719 

897 1,034 1,082

826 750 682 626 

図２４　産業廃棄物の不法投棄発生状況の推移（投棄量１０ｔ以上の事案）
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７ 産業廃棄物の広域移動の状況 

   産業廃棄物は，都道府県の区域内に限らず，都道府県の区域を越えて運搬され処分さ

れています。 

  ○ 県外産業廃棄物の県内への搬入状況 

    平成２０年度に県外から県内へ搬入・処分された産業廃棄物の量は６１.１万トンで，

うち，埋立された量は２７.８万トン（搬入量の４５％）となっています。 

４３都府県から搬入されており，主な搬出元は，岡山県，東京都，山口県，島根県

及び愛媛県となっています。種類別では，主に汚泥，廃プラスチック類及び鉱さいが

搬入されています。 

  ○ 県内産業廃棄物の県外への搬出状況 

    平成２０年度に県内から県外へ搬出・処分された産業廃棄物の量は８１.５万トンと

なっています。３４道府県へ搬出されており，主な搬出先は，福岡県，山口県，大分

県，高知県及び岡山県となっています。搬出された廃棄物は，種類別では，ばいじん，

汚泥，がれき類で，主として，ばいじん及び汚泥がセメント原材料，がれき類は再生

資材・再生路盤材として有効利用されています。 

 

   第５表 産業廃棄物の広域移動状況の推移 

年 度 県外からの搬入量 県外への搬出量 

Ｈ１５ ６２.２（うち埋立２８.０） ６６.４（うち埋立２.８） 

Ｈ１６ ６０.９（うち埋立３０.８） ７３.１（うち埋立３.４） 

Ｈ１７ ６５.７（うち埋立４０.６） ７３.７（うち埋立８.５） 

Ｈ１８ ９０.９（うち埋立３２.４） ７３.９（うち埋立０.７） 

Ｈ１９ ６１.４（うち埋立２７.４） ７０.７（うち埋立７.９） 

Ｈ２０ ６１.１（うち埋立２７.８） ８１.５（うち埋立７.９） 

  
  
  
  
  
  

単位：万トン 
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    第２次計画の減量化目標は，平成２２年度を目標年度として，一般廃棄物（ごみ）

及び産業廃棄物の排出量，再生利用量及び最終処分量に係る減量化目標を定めており，

平成２０年度の実績を基に達成状況の評価を行いました。 

 

 １ 一般廃棄物（ごみ） 

 （１）排出量 

    平成２０年度は９５.３万トンであり，既に計画目標９６.０万トンを達成していま

す。減少要因としては，生活系ごみでは，ごみの指定袋制度１やごみ処理の有料化など

の経済的手法に加え，出前講座，説明会，イベント等による住民の意識向上によるも

のが考えられます。また，事業系ごみでは，ごみ処理の有料化などが考えられます。 
 （２）再生利用量 

    平成２０年度は２０.４万トンであり，計画目標２４.０万トンの達成は困難な状況

にあります。容器包装リサイクル法による取組の拡大や，新たな手法（焼却灰のセメ

ント原料化等）の導入などにより取組は進んでいますが，達成困難な主な要因として

は，市町の回収統計量に反映されない別ルートでの資源化（集団回収，持ち去り行為

等）などが考えられます。 
 （３）最終処分量 

 平成２０年度は１１.０万トンであり，既に計画目標１３.０万トンを達成していま

す。減少要因として，人口減少に伴う排出量の減少や中間処理量の増加に伴う埋立量

の減少が考えられます。 
 

   第６表 第２次計画の減量化目標（一般廃棄物（ごみ）） 

平成１７年度 

実  績 

平成２０年度 

実  績 

平成２２年度 

計画目標 
区 分 

 
排 出 量 に

占める割合
 

排 出 量 に

占める割合

計 画 

目標比 
 

排 出 量 に

占める割合

排 出 量 106.6 ― 95.3 ― △0.7％ 96.0 ― 

再生利用量 21.4 20.1％ 20.4 21.4％ ▲15.0％ 24.0 25.0％

最終処分量 15.9 14.9％ 11.0 11.5％ △15.4％ 13.0 13.5％

  （注）△：計画目標値に比べて少ない(目標を達成している) 

      ▲：計画目標値を超えている(目標を達成していない) 

 

 

１ 指定袋制度：市町が，ごみの排出抑制，分別徹底などを目的として，手数料を上乗せせずに販売される一定の規格を有する

ごみ袋の使用を排出者に依頼するごみ収集手法のひとつ。 

単位：万トン 
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 ２ 産業廃棄物 

 （１）排出量 

    平成２０年度は１,３９６万トンと，計画目標１,４５３万トンを既に達成しています。 

    しかしながら，県内への産業の集積及び今後の経済活動の動向を踏まえた場合，更

に廃棄物の増加が見込まれるため，引き続き，排出削減に取り組む必要があります。 

 （２）再生利用量 

    平成２０年度は１，００１万トンと，計画目標１，００１万トンを既に達成してお

り，再生利用率で見ても７１.７％と，計画目標６８.９％を上回っています。 

    再生利用率が目標値を上回った要因としては，鉱さい，ばいじん，汚泥のセメント

原料化やがれき類の資源化が進んできたことが上げられます。 

 （３）最終処分量 

    平成２０年度は５３万トンと，計画目標４７万トンを達成していません。 

これは，再生利用率が上昇したものの，鉄鋼業の生産量の増加に伴った鉱さいの排

出量の増加が影響したものと考えられます。 

    今後は，引き続き，再生利用率の向上を図るなど，最終処分量の削減対策に取り組

む必要があります。 

 

       第７表 第２次計画の減量化目標（産業廃棄物） 

平成１７年度 

実  績 

平成２０年度 

実  績 

平成２２年度 

計画目標 
区 分 

 
排 出 量 に

占める割合
 

排 出 量 に

占める割合

計 画 

目標比 
 

排 出 量 に

占める割合

排 出 量 1,357 ― 1,396 ―  △3.9％ 1,453 ― 

再生利用量 924 68.1％ 1,001 71.7％ 0.0％ 1,001 68.9％

最終処分量 60 4.4％ 53 3.8％ ▲12.8％ 47 3.2％

（注）△：計画目標値に比べて少ない(目標を達成している) 

        ▲：計画目標値を超えている(目標を達成していない) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

単位：万トン 
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１ 循環型社会の実現に関する施策 

 （１）リサイクルの推進 

    産業廃棄物埋立税の税収を活用して，産業廃棄物排出抑制・リサイクル関連研究開

発費助成事業，産業廃棄物排出抑制・リサイクル施設整備費助成事業及び循環型社会

形成推進機能強化事業などを実施し，事業化６件（平成１５年度からの累計）の研究

開発実績が得られるとともに，年間１３万５千トン（平成１５年度からの累計）の廃

棄物リサイクルが可能となる施設整備が行われました。 
 （２）エコタウン構想の推進 

    びんごエコタウン構想２に基づいて，「びんごエコ団地」の整備（６区画）や分譲（２

区画）を実施しました。 

    また，引き続き，福山リサイクル発電事業を実施し，可燃ごみからの熱回収などを

広域的・効率的に行うことで，ダイオキシン類・ＣＯ２の削減等環境対策及び資源・エ

ネルギー対策を推進しました。 

 （３）環境意識の向上及び自主的行動の推進 

    広島県環境学習推進実施計画に基づいて，環境学習・環境教育を指導する環境保全

アドバイザー３等の人材養成（平成２１年度末現在：環境保全アドバイザー２９２名）

を行うとともに，環境問題に関する情報の提供等を通じて，環境意識の普及啓発を図

りました。（環境学習講師派遣実績：平成２０年度 ３１回，平成２１年度 ３９回） 

    ひろしま地球環境フォーラム４等の環境保全団体と連携し，事業者・地域・家庭にお

ける３Ｒ推進運動等の自主的な取組や，企業等を対象とした環境マネジメントシステ

ム５導入促進事業（平成２１年度末現在：エコアクション２１６認証取得事業所１１２

事業所）を実施しました。 

（４）環境基本計画等の策定の促進 

   県・市町で設置する「環境行政総合調整会議７」等において，市町による環境基本計

画等の策定への技術的な支援を行い，平成２１年度末現在で県内２３市町のうち１３

の市町で計画が策定されました。 

 

２ びんごエコタウン構想：平成１２年３月に備後地域２２市町村を対象地域として，モデル的に循環型社会システムを形成す

るためのマスタープランとして策定された。同年１２月に当時の通商産業省と厚生省から中国地域では初めてエコタウンプ

ランとして承認された。 

３ 環境保全アドバイザー：地域で行われる環境学習や環境保全活動について，助言・指導を行う人材。県が実施又は認定する

養成講座を修了した者や地球温暖化防止活動推進員のうち，登録を希望する者をアドバイザーとして登録し，地域での活用

を促している。（※県の独自制度で平成６年度から実施） 

４ ひろしま地球環境フォーラム：地球環境保全型社会を目指し，県民・事業者・団体・行政が相互に連携・協働しながら，環

境にやさしい地域づくりを進める環境保全推進組織。 

５ 環境マネジメントシステム：事業者が自主的に環境保全に関する取組を進めるに当たり，環境に関する方針や目標等を自ら

設定し，これらの達成に向けて取り組んでいくことを「環境管理」又は「環境マネジメント」といい，このための工場や事

業場内の体制・手続等を「環境マネジメントシステム」という。 

６ エコアクション２１：中小企業等においても容易に環境配慮の取組を進めることができるよう，平成１６年４月に環境省が

制度化した環境マネジメントシステム，環境パフォーマンス評価及び環境報告をひとつに統合した環境配慮のツール。 

７ 環境行政総合調整会議：県，市町などで構成し，市町の環境行政の諸課題に係る検討及び技術的調整等を行う会議。 

第２節 施策の実績・効果  
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（５）県の率先した取組 

    県自ら「事業者」として，率先的な取組を推進するため，「広島県環境配慮推進要綱」

や「広島県グリーン購入方針」に基づき，公共工事や物品等の購入においてリサイク

ル製品を優先する環境配慮の取組を推進しました。 

 

２ 一般廃棄物に関する施策 

 （１）発生抑制及び減量化 

    ア  生活系ごみの減量化等の推進 

     市町と連携して，ごみ分別排出の徹底や３Ｒ等推進の啓発を実施するとともに，

ごみ排出量の状況やごみ収集有料化の導入状況等について，市町に情報提供を行う

など，ごみの減量化に向けた市町の取組を支援しました。 
 

 第８表 生活系ごみの排出状況 

区分 Ｈ１７ Ｈ２０ 対１７年度比 

生活系ごみ ６６.１万ｔ ６０.８万ｔ ▲８.０％ 

     

 また，平成２１年８月に，消費者団体，事業者，行政で「マイバッグ等の持参と

レジ袋削減推進に関する協定」を締結し，同年１０月から県内でレジ袋の無料配布

を中止しました。（平成 21 年度末現在：協定締結事業者数 26 事業者，約 400 店舗） 

   イ 事業系ごみの減量化等の推進 

     一般廃棄物の排出量の約４割を占める事業系ごみについて，ごみの分別の状況及

び有料化の状況を市町に情報提供するなど，市町の取組を支援しました。 
 

 第９表 事業系ごみの排出状況 

区分 Ｈ１７ Ｈ２０ 対１７年度比 

事業系ごみ ４０.５万ｔ ３４.５万ｔ ▲１４.８％ 

   

 ウ 分別排出の徹底 

ごみの減量化及びその適正処理の取組が円滑に実施できるよう，「市町村におけ

る循環型社会づくりに向けた一般廃棄物処理システムの指針８（平成１９年６月環境

省）」について市町に情報提供し，市町の取組を支援しました。 

   エ 容器包装リサイクルの推進 

     容器包装リサイクル法に基づき，平成２０年４月を始期とする広島県分別収集促

進計画（第５期）を策定・推進するとともに，法の概要等について県ホームページ

に掲載し，分別排出の必要性を県民へ周知しました。 

 

８ 市町村における循環型社会づくりに向けた一般廃棄物処理システムの指針：市町が廃棄物の減量その他その適正な処理を確 
保するための取組を円滑に実施できるよう，一般廃棄物の標準的な分別収集区分及び適正な循環的利用や適正処分の考え方 
等を示したもの。 
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   オ ごみ処理の有料化の導入 

     市町に対し「一般廃棄物処理有料化の手引き９（平成１９年６月環境省）」につい

て説明を行うとともに，ごみ処理の有料化に向けた市町の取組を支援しました。 
 

     第１０表 生活系ごみの有料化の状況（可燃ごみ，大型ごみ等の有料化） 

区分 Ｈ１７ Ｈ１８ 

実施市町数 １３ １８ 

実施割合 ５６．５％ ７８．３％ 

  

  カ 市町の一般廃棄物処理コスト分析等の推進 

     一般廃棄物の処理に係る事業コストの分析及び評価を行い，その能率的な運営を

推進するため，市町に対し「一般廃棄物会計基準 10（平成１９年６月環境省）」につ

いて説明するとともに，市町の取組を支援しました。 

 （２）適正処理対策の推進 

    国の「在宅医療廃棄物の処理に関する取組推進のための手引き（平成２０年３月在

宅医療廃棄物の処理のあり方検討会）」について，市町・関係一部事務組合へ周知し，

取組を推進しました。 
    また，市町が漁協と連携して実施する海ごみの回収処理等を支援しました。 
 （３）処理施設の確保 

    既存施設の耐用年数・老朽化の状況などを勘案しながら，市町のごみ処理施設整備

を支援し，焼却施設の新設・更新や灰溶融施設の導入を促進しました。 

    また，廃棄物発電やエネルギー利用技術の導入を通じた未利用エネルギーの利用を

促進しました。 

 （４）生活排水対策（し尿等）の推進 

広島県汚水適正処理構想 11（平成１６年３月改定）に基づいて，公共下水道，農業・

漁業集落排水施設及び合併処理浄化槽の整備を推進することにより，汚水処理人口普

及率は年々上昇しています。（平成２１年度：８１．３％） 

    浄化槽の適正管理推進のため，浄化槽法に基づく保守点検，清掃及び法定検査の実

施について，パンフレットの配布等による啓発を実施しました。 
法定検査（浄化槽法第１１条に基づく定期検査）の受検率については，年々上昇し

ているものの，平成２１年度は４２.７％となっています。平成１８年度に法定検査の

受検率の向上等を図るため，検査体制を複数化（２法人体制）しており，法定検査機

関及び市町と連携して法定検査の促進に取り組みました。 

 

９ 一般廃棄物処理有料化の手引き：市町が一般廃棄物処理の有料化の導入又は見直しを実施する際の手引きとして，有料化の 
仕組み作りや円滑な導入のための手法などを示したもの。 

10 一般廃棄物会計基準：一般廃棄物の処理に関する事業に係るコスト分析方法について，コスト分析の対象となる費目の定義

や共通経費等の配賦方法，減価償却方法など標準的な分析方法を示したもの。 
11 広島県汚水適正処理構想：し尿の水洗化及び生活排水の処理を推進するため，平成８年３月に策定した下水道，浄化槽等の

処理手法の県の最適化計画のこと。 
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                第１１表 浄化槽法定検査機関 

名     称 社団法人広島県環境保全センター 社団法人広島県浄化槽維持管理協会 

公益法人の設立 昭和５６年３月 ４日 平成１８年１２月１８日 

検査機関の指定 昭和６１年３月２７日 平成１９年 ２月２８日 

  

（５）災害廃棄物対策の推進 

    災害時に多量発生する災害廃棄物の処理のために，市町における水害廃棄物処理計

画及び災害廃棄物処理計画の策定支援を行いました。 

 

 ３ 産業廃棄物に関する施策 

 （１）発生抑制及び減量化 

    産業廃棄物の埋立抑制や３Ｒ（発生抑制，再使用，再生利用）の推進を図るため，

平成１５年４月から経済的手法として産業廃棄物埋立税を導入し，その税収を活用し

て「リサイクルの推進」，「廃棄物対策の推進」及び「自主的環境活動の支援」などに

取り組みました。 

 （２）適正処理対策の推進 

    産業廃棄物埋立税の税収を活用して，不法投棄監視体制の強化や産業廃棄物処理業

者の情報公開，市町が実施する地域の廃棄物対策などを支援し，適正処理の徹底に努

めました。 

    また，排出事業者や処理業者への立入検査を実施するとともに，マニフェスト制度

の徹底及び電子マニフェスト 12の普及を促進しました。 

    ダイオキシン類 13 の削減対策として，産業廃棄物焼却施設に係る構造基準・維持管

理基準の遵守を徹底するとともに，恒久基準に適合していない施設については，施設

の改善又は廃止などについて指導しました。 

有害なアスベスト 14廃棄物，ＰＣＢ15廃棄物，感染性廃棄物 16については，立入検査

等により適正な保管及び処理を指導しました。アスベスト廃棄物対策については，環

境モニタリングを実施し，適正な処理の指導を実施するとともに，県内処理体制を整

備するため，民間事業者が実施する無害化処理技術の開発・実証試験の支援に取り組

みました。 
 

12 マニフェスト，電子マニフェスト：マニフェストとは，産業廃棄物の排出事業者が処理業者に処理を委託する際，不法投棄 

の防止や適正処理の確保を目的に交付する産業廃棄物管理票のこと。インターネットを利用した産業廃棄物管理票を電子マ 

ニフェストといい，廃棄物の排出・処理状況を迅速かつ的確に把握することができる。 

13 ダイオキシン類：一般に，ポリ塩化ジベンゾパラジオキシン（ＰＣＤＤ）とポリ塩化ジベンゾフラン（ＰＣＤＦ）をまとめ

てダイオキシン類と呼び，コプラナポリ塩化ビフェニル（コプラナＰＣＢ）のようにダイオキシン類と同様の毒性を示す物

質をダイオキシン類似化合物と呼んでいる。物の燃焼に伴い発生するが，概ね 800℃以上の高温で安定的に燃焼することに

より発生を抑制することができるとされている。 

14 アスベスト：天然に産する繊維状けい酸塩鉱物で石綿（「せきめん」又は「いしわた」）と呼ばれている。石綿自体が直ちに

問題なのではなく，人が吸い込むことにより肺線維症（じん肺），悪性中皮腫の原因になるといわれ，肺がんを起こす可能

性がある。建築物に吹き付けられたもの及びアスベストを含む保湿材の除去作業によって発生した飛散するおそれのある飛

散性アスベスト（廃石綿）とアスベストがセメント，けい酸カルシウムと一体的に成形され建築資材として含有されている

非飛散性アスベスト（石綿含有廃棄物）がある。 

15 ＰＣＢ（Polychlorinated Biphenyl）：環境中で難分解性であり，生物に蓄積しやすく慢性毒性をもつ化学物質。油状の物

質で電気機器の絶縁油などに使われた。 

16 感染性廃棄物：感染性病原体を含むか，そのおそれのある廃棄物のこと。医療機関や研究機関から排出されることが多く廃

棄物処理法上では，特別管理廃棄物とされている。また，在宅医療が普及し，家庭で注射や点滴など医療機関と同様の措置

が行われる事例が多くなっているため，家庭や地域から排出される感染性廃棄物の処理が問題となっている。 
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また，ＰＣＢ廃棄物対策については，事業者に適正な保管を指導するとともに，保

管されているＰＣＢ廃棄物の適正処理を促進するため，平成１３年度から独立行政法

人環境再生保全機構のＰＣＢ廃棄物処理基金 17 に毎年度４千５百万円を拠出していま

す。 

 （３）処理施設の確保 

    産業廃棄物最終処分場を確保するため，広島地域（出島地区）において，公共関与

による新たな最終処分場の整備に取り組んできました。 

 

 ４ 不法投棄防止対策 

   不法投棄監視体制の強化 

   不法投棄の早期発見・早期解決を図る観点から，「不法投棄１１０番・ファックス」を

設置して，県民から不法投棄に関する情報を幅広く収集してきました。 
   平成１５年度に，県環境部に警察官等（２名）で組織する不法投棄対策班を設置（平

成１７年度に２班体制）し，不法投棄監視体制の構築・強化を図りました。また，厚生

環境事務所毎に関係機関，団体が参画した地区不法投棄等防止連絡協議会を設置し，不

法投棄監視体制の強化を図りました。 
   更に，警察本部・海上保安本部等と連携し，陸域・海上・上空からの定期的なパトロ

ールを実施し，不法投棄の早期発見や重大事案の解決に向けた取組を実施しました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 ＰＣＢ廃棄物処理基金：国，都道府県からの補助金と産業界等民間からの出えん金で造成される基金で，日本環境安全事業

株式会社（旧環境事業団）のＰＣＢ廃棄物処理事業及び環境大臣が指定した処理事業者に対し，中小企業者等が保管するＰ

ＣＢ廃棄物の処理費用の軽減及びＰＣＢ廃棄物処理の研究・研修等の促進を目的として助成を行っている。 
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 １ 産業廃棄物埋立税の概要 

   産業廃棄物の排出抑制等を図るため，平成１５年４月から５年間の時限措置として産

業廃棄物埋立税制度を導入し，平成２０年４月から５年間延長しました。 

     第１２表 産業廃棄物埋立税制度の概要 

区 分 内      容 

目 的 
 経済的インセンティブによって産業廃棄物の埋立抑制を図るとともに，産業廃棄物の排出抑

制，減量化，リサイクルの推進等を目的とする。 

納税義務者  県内の産業廃棄物の最終処分場へ産業廃棄物を搬入する排出事業者（中間処理業者を含む）

課税対象  県内の最終処分場に，産業廃棄物を搬入する行為 

課税標準  最終処分場に搬入される産業廃棄物の重量とする。 

税  率  １,０００円／トン 

徴収方法  県内最終処分業者による特別徴収方式 

税収使途 
 産業廃棄物の排出抑制，減量化，リサイクルその他産業廃棄物の適正な処理に関する施策に

要する費用に充てる。 

課税期間 
第Ⅰ期：平成１５年４月１日～平成２０年３月３１日 

第Ⅱ期：平成２０年４月１日～平成２５年３月３１日 

課税免除  自社処分（自ら排出する産業廃棄物を自ら有する最終処分場へ搬入するもの） 

概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２ 税収を活用した積極的な事業展開 

   産業廃棄物埋立税の税収を活用して，「リサイクルの推進」，「廃棄物対策の推進」及び

「自主的環境活動の支援」を進めるための施策を行いました。 
  ○ リサイクルの推進 

    産業廃棄物排出抑制・リサイクル関連研究開発費助成事業，循環型社会形成推進機

能強化事業による研究開発や産業廃棄物排出抑制・リサイクル施設整備費助成事業に

よる施設整備を実施し，事業化６件（平成１５年度からの累計）の研究開発実績や，

年間１３万５千トン（平成１５年度からの累計）の廃棄物リサイクルが可能となる施

設整備が行われています。 
  ○ 廃棄物対策の推進 
    不法投棄監視体制強化事業や地域廃棄物対策支援事業などを実施し，不法投棄対策

を推進するとともに，産業廃棄物最終処分場高度監視事業により産業廃棄物処分場の

不適正処理の監視などを行っています。 
  ○ 自主的環境活動の支援 
    事業者への環境マネジメントシステム導入促進事業や各種環境学習事業を実施する

など，事業者や県民の自主的取組を促すための廃棄物に関する意識啓発や実践活動を

行っています。 

課税対象 中間処理業者 

最終処分業者

排出事業者 

課税対象

（納税義務者） 

（納税義務者） 

（特別徴収義務者）

（注）１ 経済的インセンティブ：税負担の経済的手法により，廃棄物の排出抑制を図ること。 

   ２ 特別徴収方式：最終処分業者を特別徴収義務者と定め，その特別徴収義務者が排出事業者又は中間処理業者

から税を受け取り，県に申告納入する方式。  

     県 

【産業廃棄物抑制基金】

税収

第３節 産業廃棄物埋立税の導入効果  
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      第１３表 産業廃棄物埋立税活用事業一覧 

区分 事  業  名（Ｈ19～21 年度） 主な効果・実績（Ｈ19～21 年度） 

リ

サ

イ

ク

ル

の

推

進 

・産業廃棄物排出抑制・リサイクル関連研究開発費助成事業

・産業廃棄物排出抑制・リサイクル施設整備費助成事業 

・リサイクル製品使用促進事業 

・循環型社会形成推進機能強化事業 

・びんごエコ団地企業立地支援事業（Ｈ20～） 

・リサイクル産業進出可能性調査事業（Ｈ21） 

・地域エネルギーネットワーク推進事業（Ｈ19～20）

・バイオマスエネルギー利用ネットワーク推進事業（Ｈ19）

・産業廃棄物排出抑制リサイクル研究開発 
 事業化件数１件（※Ｈ１８までに１件あり。） 
・循環型社会形成推進機能強化事業 
 事業化件数２件 
・リサイクル施設整備 
 助成件数６件（整備済の処理能力３．５万ｔ/年）
・県工事における登録リサイクル製品の使用量 
 Ｈ１９～２０：１３３,４１５ｔ 
・びんごエコ団地の造成工事・公募分譲 
 整備５.８ｈａ 分譲２.０ｈａ 

廃

棄

物

対

策

の

推

進 

・廃棄物排出事業者責任強化対策事業（Ｈ20～） 

・瀬戸内海水環境改善検討事業（Ｈ21） 

・公共関与による新規廃棄物処分場整備事業（Ｈ21～） 

・地域廃棄物対策支援事業 

・不法投棄監視体制強化事業 

・産業廃棄物行政情報管理システム整備事業（Ｈ21） 

・産業廃棄物処理情報管理推進事業 

・産業廃棄物処理実態調査事業（Ｈ19～） 

・産業廃棄物最終処分場高度監視事業（Ｈ19～21） 

・ＰＣＢ廃棄物処理促進事業（Ｈ19～） 

・海域環境改善調査事業（Ｈ19～） 

・不法投棄防止パトロール事業（Ｈ20～21） 

・廃棄物処分場緑化等環境整備事業（Ｈ21～） 

・ダイオキシン類等対策事業（Ｈ20） 

・アスベスト対策推進事業（Ｈ19～20） 

・排出事業者適正処理対策事業（Ｈ19） 

・排出事業者講習会の実施 
・優良な産業廃棄物処理業者の育成 
 Ｈ１９～２１：６９件 
・市町への不法投棄対策経費の助成 
・不法投棄対策班（現職警官及び警察官ＯＢ）によ

る不法投棄監視活動等の実施 
・産業廃棄物処理業者の許可，行政処分等の情報管

理システムの整備 
・小型ヘリコプターによる産業廃棄物最終処分場の

高度監視 
・ＰＣＢ廃棄物処理計画の策定及び周知並びに適正

処理の指導 
・車両，船舶及びヘリコプターによる定期的なパト

ロール等による不法投棄等の未然防止の実施 
・公共関与処分場の緑化等の環境整備の実施 
・アスベスト廃棄物処理施設等への立入及び適正処

理の指導の実施 
 

自
主
的
環
境
活
動
の
支
援 

・環境保全活動支援事業（Ｈ21～） 

・事業者への環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ導入促進事業（～Ｈ20）

・県民エコ運動支援事業（Ｈ20） 

・エコ事業所支援事業（Ｈ20） 

・環境学習モデルタウン事業（Ｈ19～Ｈ21） 

・環境基本計画等推進事業（Ｈ20） 

・産学官連携協力推進事業（Ｈ19） 

・環境学習ライブラリー推進事業（Ｈ19） 

・ひろしま地球環境フォーラムと連携した，事業
者・地域・家庭における自主的取組の支援 

・環境学習指導者の育成や環境学習に積極的な市町
に対する支援の実施 

・環境月間行事（「環境の日」ひろしま大会）等の
実施 

・市町による環境基本計画策定を促進 
・エコアクション２１導入に向けた支援事業の実施
・こどもエコクラブの育成 
・大学環境ネットワーク協議会と連携した環境学習

等の実施 

 

 ３ 産業廃棄物埋立税の導入効果 

   全般的に見ると，平成２０年度の産業廃棄物の排出量は，第２次計画の計画目標であ

る排出量１,４５３万トンを下回っており，最終処分量も計画目標は未達成ながら平成 

１７年度実績の６０万ｔを１２％下回っています。 
 

    第１４表 計画目標の達成状況（産業廃棄物） 

平成１７年度 

実  績 

平成２２年度 

計画目標 

平成２０年度 

実  績 
区 分 

 
排 出 量 に

占める割合
 

排 出 量 に

占める割合
 

排 出 量 に 

占める割合 

備 考

排 出 量 1,357 ― 1,453 ― 1,396 ― 達成 

最終処分量 60 4.4％ 47 3.2％ 53 3.8％ 未達成

 

   詳細に解析した結果は，次の（１）から（４）までのとおりです。

単位：万トン 
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 （１）県内処分場における最終処分量の推移 

県内の最終処分場で処分された最終処分量の推移を見ると，税導入により県内処分

場への搬入抑制が図られ，最終処分量は税導入前の概ね半分となったことが分かりま

す。 

    内訳を見ると，税徴収対象外（自社処分場での処分）のものは，税導入前後ともに

ほぼ横ばいで推移しているのに対し，税徴収対象のものは税導入後大幅に減少し，税

導入前の概ね半分となっています。 

なお，導入後，平成１７年度と平成２０年度は，ほぼ同じ傾向にあります。 

 

12.8 10.0 9.2

114.4

50.0
43.1

0.2
0.3

2.2
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40.0
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80.0
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12 17 20 (年度)

(万ｔ/年)

県外委託最終処分量

県内委託最終処分量

自社最終処分量

（２）全国との比較 

    全国的に一番排出量が多い汚泥の埋立処分量について，全国の最終処分量は着実に

減少していますが，広島県では税導入以降急激に減少しており，税導入の影響を受け

ていると考えられます。（汚泥は全業種から排出されるため，各種リサイクル法施行な

どの影響を排除しやすい種類） 
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図２５ 産業廃棄物最終処分量推移 

図２６ 産業廃棄物埋立処分量（汚泥） 
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（３）産業廃棄物埋立税から見た処分量と生産活動との比較 

    税導入された平成１５年度以降，県内の処分場に最終処分された量は，ほぼ一定で

推移していましたが，平成２０年９月のリーマンショック以降における世界的な景気

悪化の影響により平成２０年度は２割程度減少しています。 

これは，徴税効果により，平成１５年度以降排出抑制効果が継続しているものの，

平成１６年度以降の新たな抑制効果は減少しているためと考えられます。 

 

     図２７ 産業廃棄物埋立税から見た処分量の推移 
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（４）まとめ 

総合的に判断して，平成１７年度以降，急激に最終処分量が減少しているのは，税

導入による効果が高いためと判断されます。 

時間の経過とともに，最終処分量の減少幅が小さくなってきていますが，徴税効果

は継続しており，今後も税など，排出抑制に繋がるなんらかの経済的インセンティブ

が必要と考えられます。 

課税期間が終了するまでに，外部有識者等により税充当事業の効果について検証す

るとともに，税制度のあり方について検討する必要があると考えられます。 
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 廃棄物の減量化・リサイクルの推進や処理施設の確保，適正処理の徹底などこれまでの取

組を一層強化するとともに，低炭素社会との一体的実現も視野に入れた循環型社会の実現や

社会環境の変化（高齢社会到来，アナログ放送終了等）への対応など，新たな課題への適切

な対応が求められています。 

 

 

  
１ リサイクルの推進 

  ○ 事業活動に伴って排出される廃棄物の減量化・リサイクルの推進に当たって，事業

者による自主的な３Ｒに係る取組を支援し，事業者の取組を促進する必要があります。 

  ○ 事業化に結びつくリサイクル技術の研究開発やリサイクル施設の整備を推進すると 

ともに，付加価値の高いリサイクル製品の生産や廃棄物のリサイクルシステム構築の 

取組を支援し，循環型社会ビジネスを振興する必要があります。なお，循環型社会ビ

ジネスの振興にあたっては，温室効果ガス削減の取組も併せて推進するよう配慮する

必要があります。 

  ○ リサイクル製品の利用が停滞していることから，リサイクル製品について，家庭向

け製品を開発し，リサイクル製品の販路や利用用途の拡大を図る必要があります。 

  ○ 最終処分率が高い又は再生利用率が低い汚泥や廃プラスチック類などの産業廃棄物

に対して，リサイクルの取組を進める必要があります。 

○ 再生利用率が全国水準に達していない産業廃棄物（ガラス・コンクリート・陶磁器

くず，がれき類及び木くず）については，再生利用率の向上を図る必要があります。 

○ レアメタル１の回収など，新たな分野におけるリサイクルの必要性があります。 

○ 廃プラスチック類の燃料化など熱回収や廃棄物系バイオマス２の利活用の推進を図

る必要があります。 

  ○ 容器包装リサイクル法や食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（平成１２

年法律第１１６号。以下「食品リサイクル法」という。）など，各種リサイクル法が円

滑に実施されるよう，普及啓発や関係者間の調整に努める必要があります。 

  ○ 農業系廃棄物の適正処理から利活用に至るまでの適切な手法を検討する必要があり

ます。 

  ○ 下水道普及率の向上により増加傾向にある下水汚泥について，再生利用を進める必 

要があります。 

○ 引き続きリサイクルの推進が必要な中で，循環型社会ビジネスの振興につながるよ 

うなリサイクル製品の開発に向けて，人材育成の必要性があります。 
１ レアメタル：地球上の存在量が稀であるか，技術的・経済的な理由で抽出困難な金属のうち，工業需要が現に存在する（今

後見込まれる）ため安定供給の確保が政策的に重要であるものとして，国の鉱業審議会でレアメタルと定義している３１種

類の非鉄金属。 

２ 廃棄物系バイオマス：バイオマス（biomass）は，バイオ（bio＝生物，生物資源）とマス（mass＝量）からなる言葉で，再 

生可能な生物由来の有機性資源で化石資源を除いたもの。廃棄物系バイオマスとは，廃棄される紙，家畜排せつ物，食品廃 

棄物，建設発生木材等をいう。 

第第 ４４ 章章   廃廃 棄棄 物物 処処 理理 のの 課課 題題 

第１節 循環型社会の実現 
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２ リサイクル産業の集積・育成 
  ○ 資源循環型産業の拠点となるリサイクル産業団地の立地を推進する必要があります。 

  

３ 環境意識の向上及び自主的行動の推進 
○ 廃棄物処理の課題を解決するためには，県民や事業者が３Ｒに対する理解を深め，

自主的な活動に取り組む意欲を高めるための意識啓発や環境学習を積極的に進める必

要があります。 

○ その手法として，県民・事業者・関係団体・行政が相互に連携するなど地域全体の

問題として取り組む必要があります。 
 
 ４ 市町による環境基本計画等の策定の促進 
  ○ 循環型社会の実現に向けた取組を促進するためには，市町において総合的な環境行

政の基本となる「環境基本計画」や「温暖化対策実行計画」などを策定し，これらに

基づく取組を計画的に進めていく必要があります。 
 
 ５ 県の率先した取組 
  ○ 県民・事業者・関係団体・行政などによる３Ｒの取組を促進するため，県が率先し

て，公共事業における廃棄物の排出抑制やリサイクルの推進などに取り組む必要があ

ります。 
 

 

  
１ 発生抑制及び減量化 

  ○ 一般廃棄物の更なる減量化のためには，県民・事業者・関係団体・行政が一体とな

って，３Ｒ（①リデュース：発生抑制，②リユース：再使用，③リサイクル：再生利

用）を一層推進する必要があります。 
  ○ 市町の地域条件に応じた適切な一般廃棄物処理システム（分別収集・リサイクル・

エネルギー回収・最終処分等）の見直しや処理コストの低減につながる取組が円滑に

行えるよう市町の取組を支援する必要があります。 
 
 ２ 適正処理対策の推進 
  ○ 本格的な高齢社会を迎え，一人暮らし高齢者世帯が増加しており，家庭ごみを所定

の排出場所まで持ち出すことが困難なことから，高齢社会に対応した処理体制を構築

する必要があります。 
○ 平成２３年７月にアナログ放送が終了することに伴い，大量廃棄が予想されるアナ

ログテレビについて，不法投棄の増加が懸念されることから，家電リサイクル法に基

づくリサイクル処理を住民へ周知徹底する必要があります。 

第２節 一 般 廃 棄 物 
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○ アスベスト廃棄物等有害な廃棄物の適正処理の確保が必要となります。 
  ○ 在宅医療廃棄物など社会情勢等の変化に伴って新たに家庭から発生する処理困難な

廃棄物の適正処理を推進する必要があります。 
  ○ 一般廃棄物処理施設の運営について，県民への安全・安心の視点が必要となります。 
  ○ 漂流・漂着した海ごみ３による環境・景観の悪化，漁業被害等が懸念されることから，

海ごみの発生抑制，処理体制の構築が求められています。 
 
 ３ 処理施設の確保・維持管理等 
  ○ 市町のごみ処理施設の計画的な整備の推進を図る必要があります。 
  ○ 市町村合併を踏まえた効率的・広域的な施設整備の推進を図る必要があります。 
  ○ ごみのリサイクル及びエネルギー回収・利用に配慮した施設整備の推進を図る必要

があります。 
○ ごみ焼却施設の運転，点検，解体作業における，廃棄物焼却施設内作業でのダイオ

キシン類ばく露防止対策４を徹底する必要があります。 
○ 処理施設等の事故に伴い周辺環境に多大な影響を与えることから，事故発生時の緊

急対応方法について事前に定めておく必要があります。 
○ 最終処分場跡地について，生活環境保全上支障が生じないよう，適切な利用を確保

する必要があります。 
 
４ 災害廃棄物対策の推進 

  ○ 台風や地震など災害時において，住民の生活環境を早急に復旧させるため，多量に

発生する災害廃棄物の処理が問題となっています。 
  ○ 災害廃棄物の処理に当たっては，単独の市町の処理能力等では迅速な対応ができな

い場合も想定されるため，周辺市町と相互に協力して処理する体制が求められていま

す。 
 

５ 生活排水対策（し尿等）の推進 
   ○ 地域の実情に応じた公共下水道，農業・漁業集落排水，浄化槽の計画的な整備を図

る必要があります。 
   ○ 浄化槽の適切な放流水を維持するため，適正な維持管理や法定検査の受検を促進す

る必要があります。 
 
 
３ 海ごみ：海底ごみ（海底に沈んでいるもの），漂流ごみ（海中を浮遊しているもの），漂着ごみ（海岸に打ち上げられたもの） 

の総称。 
４ ダイオキシン類ばく露防止対策：廃棄物焼却施設における焼却炉等の運転，点検等作業及び解体作業に従事する労働者のダ

イオキシン類へのばく露を未然に防止することが重要であることから，厚生労働省では，平成１３年４月に労働安全衛生規

則の一部を改正し，廃棄物の焼却施設におけるダイオキシン類へのばく露防止措置を規定した。 
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１ 発生抑制及び減量化 

   ○ 排出事業者において，①発生抑制，②再使用，③再生利用，④熱回収等の順に，で

きる限り循環的な利用を行うとともに，これらの取組の中で，温室効果ガス削減にも

繋がる取組があれば併せて取り組むという意識醸成を図る必要があります。 

また，排出現場での分別を徹底してリサイクルが容易になるよう配慮するとともに， 

リサイクル製品を積極的に使用して，リサイクル製品の製造と使用が円滑に進むよう

にする必要があります。 

○ 発生抑制，減量化及び再生利用を推進するため，技術開発や施設整備が必要です。

特に，再生利用が全国水準に達していない廃棄物の再生利用率の向上や，セメント需

要の低迷により再生利用量が制約される可能性のある，セメント原料化に代わるリサ

イクルへの転換等に取り組む必要があります。 
 
２ 適正処理対策の推進 

○ 排出事業者に対しては，「排出事業者責任」を徹底するための啓発，指導を行う必

要があります。特に，排出事業者は「委託した廃棄物」の処理確認が不十分な状況に

あることから，産業廃棄物管理票（マニフェスト）の適正使用，処理状況の確認の徹

底，電子マニフェストの普及を図る必要があります。 

○ 依然として，排出事業者及び処理業者による不適正処理が発生しているため，立入

検査を強化して適正処理を推進するとともに，悪質な業者に対して厳格に対応する必

要があります。 
○ 適正処理を推進するため，優良な処理業者の育成を図る必要があります。 
○ アスベスト廃棄物等有害な廃棄物の適正処理を徹底する必要があります。また，保

管が義務付けられているＰＣＢを含有する変圧器等（ＰＣＢ廃棄物）の不適正処理等

による環境汚染を防止するため，保管事業者に，ＰＣＢ廃棄物を日本環境安全事業㈱

北九州事業所等の処理施設で処分するまで，適正に保管するよう周知・徹底する必要

があります。 
○ 県外から搬入された廃棄物の不適正処理が発生しているため，これらの廃棄物の処

理状況を監視する必要があります。 

 
 
 
 
 
 

第３節 産 業 廃 棄 物 
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３ 処理施設の確保・維持管理等 
○ 最終処分場，焼却施設等の設置・管理による生活環境保全上の問題が生じないよう，

厳正な審査・検査を行う必要があります。 
○ 民間処分場の設置が困難な状況にあるため，これを補完する公共関与処分場を計画

的に整備する必要があります。 
○ 処理施設の設置に当たり，設置者・地域住民の間での紛争を防止するため，関係者

間の合意形成を図る必要があります。 
○ アスベストを含む建材を使用した建物の解体等により，アスベスト廃棄物の増大が 
 予測されることから，アスベスト廃棄物を適正に処理する施設を確保する必要があり

ます。 
○ 地球温暖化防止対策の観点から，焼却施設の熱回収を推進する必要があります。 

 
 

○ 不法投棄の監視や不法投棄防止の対策・啓発等を実施していますが，依然として，

不法投棄が発生している状況にあるので，更なる監視，関係機関との連携強化，県民・

多様な組織等からの情報提供などにより，不法投棄させない社会を醸成するとともに，

原因者に対しては，処分・処罰など厳正な対応を徹底する必要があります。 

○ 市町が行う不法投棄防止対策への助成の継続や市町併任職員による監視等，県と市

町が一体となった不法投棄防止対策を行う必要があります。 

○ 平成２３年７月にアナログ放送が終了することに伴い，大量廃棄が予想されるアナ

ログテレビについて，不法投棄の増加が懸念されることから，家電リサイクル法に基

づくリサイクル処理を住民へ周知徹底する必要があります。【再掲】 
 
 

 
 

第４節 不法投棄防止対策 
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１ 将来推計 

   平成２７年度における一般廃棄物（ごみ）の排出量，再生利用量（それぞれ集団回収

量を含む。）及び最終処分量について，次のとおり平成１４年度以降の実績等や将来推計

人口などを基に推計し，県全体の排出量等を算定しました。 
   目標設定に当たり，市町で実態把握していない集団回収１量を推定し，これに排出量を

加えたものを「推定実態」とし，これを基に目標設定しました。 
 
 
                                                                           
 
１ 集団回収：家庭から出る新聞・雑誌・段ボールアルミ缶などの資源ごみを子ども会・自治会・児童会・保護者会などの地域 

住民団体がその地域内の資源を回収し，資源回収業者に引き渡す方法。市町では，補助金などを交付している場合を除き実 
態把握されていない。 

※( )内は集団回収量で，排出量

等の内数 

第第 ５５ 章章   減減 量量 化化 目目 標標 のの 設設 定定 

第１節 一般廃棄物（ごみ） 

現状(20 年度) 

排 出 量：95.3 万ｔ 

再生利用量：20.4 万ｔ 

最終処分量：11.0 万ｔ 

現状(20 年度) 

排 出 量：100.6万ｔ(5.3万ｔ) ※

再生利用量：25.7万ｔ(5.3万ｔ) ※

最終処分量：11.0 万ｔ 

将来推計(27 年度) 

排 出 量：93.0万ｔ(5.7万ｔ) ※

再生利用量：25.4万ｔ(5.7万ｔ) ※

最終処分量：10.1 万ｔ 

計画目標(27 年度)② 

排 出 量：85.8 万ｔ 

再生利用量：20.9 万ｔ,24.4% 

最終処分量：9.5 万ｔ,11.1% 

推定実態による目標(27年度)①

排 出 量：91.5 万ｔ 

(5.7万ｔ) ※ 
再生利用量：26.6 万ｔ,29.1%

(5.7万ｔ) ※ 
最終処分量：9.5 万ｔ,10.4%

排出量（集団回収量除く）：平成20年度に対し，10％削減

 （内訳：人口減等により8％，施策展開により2％削減）

集団回収量：将来推計値（一人当たりの原単位の伸び

等により7%増）を下回らない 

再生利用量：第２次計画の再生利用率目標(29.1％)を達成
 （第２次計画では，未達成の見込み） 

最終処分量：平成20年度に対し，1.5万 t削減(▲14％)

 内訳 
①排出量の削減目標によるもの 10％ 

  ・人口減等 8％，排出量削減施策展開 2％ 
 ②処分量削減施策展開により 4％ 
  ・溶融スラグ利用促進 3％ 
  ・その他の施策展開 1％ 

推定実態による目標設定

集団回収量

加算 

人口等に 
より推計 

 各種施策の 
展開 

 

集団回収量

控除 

目標設定の考え方 

(1) 推計により集団回収量を算出し，集団回収量等を含めた『推定実態』により目標を設定。（①）

(2) 集団回収量を除いたものを，計画目標値（②）とする。 
計画目標 
の考え方 
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 第１５表 一般廃棄物（ごみ）の将来推計 

現 状          将来推計  
      年 度 
区 分  【20 年度】 【27 年度】

排出量 A に 
占める割合 

排出量 C に 
占める割合 

対 20 年度比

市町回収(A) 95.3 87.3 100％ ― ▲8.4％

集団回収(B) 5.3 5.7 ― ― ― 
排  
出 
量 

合計(C:A+B) 100.6   93.0 ― 100％ ― 

市町回収(D) 20.4 19.7 22.6％ ― ― 

集団回収(B) 5.3 5.7 ― ― ― 

再 
生 
利 
用 
量 合 計(D+B) 25.7 25.4 ― 27.3％ ― 

最終処分量 11.0 10.1 11.6％ 10.9％ ▲8.2％

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

単位：万トン 

 

 

推計人口：国立社会保障・人口問題研究所「日本の市区町村別将来推計人口（平成 20 年 12 月

推計）」を基に推計しました。（本推計は５年ごとの予測結果であるため，予測結果

がない年度については三次曲線式を用いた線形補完により推計） 

 排 出 量：①生活系，②事業系，③集団回収量に分け，①及び②については市町別に将来推計

し合計しました。③については，全県で将来推計しました。 

①生 活 系：平成 14 年度から平成 20 年度までの１人１日当たり排出量（原単位）を基に，トレ  

ンド法により予測しました。（傾向がみられない場合は，平成 20 年度実績で推移す

るものと推定）  

②事 業 系：平成 14 年度から平成 20 年度までの排出量を基に，トレンド法により予測しました。

（傾向がみられない場合は，平成 20 年度実績で推移するものと推定） 

③集団回収量：集団回収量の実績がある市町の平成 14 年度から平成 20 年度までの回収量を基に，

１人１日当たり回収量を算出し，トレンド法により全県を推定しました。 

 再生利用量：平成 16 年度から平成 20 年度までの再生利用率を基に，トレンド法により予測し，

排出量に乗じて算出しました。 

  最終処分量：平成 20 年度の最終処分率を排出量推計値に乗じて算出しました。 
 
 ※トレンド法とは過去の実績の傾向（トレンド）を基に，回帰式を用いて将来推計を行う方法 

将来予測の推計方法
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 ２ 減量化目標 
   第２次計画の目標達成状況等を踏まえ，平成２７年度の計画目標を次のとおり設定し

ます。ただし，集団回収量は実態を把握することが困難なことから，排出量及び再生利

用量の目標値から除いています。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
※排出量に係る国循環型社会形成推進基本計画の目標値は，集団回収量を含んだものであり，集団回収量を

除いた値は，1,015 g/日となる。 

 
           第１６表 一般廃棄物（ごみ）に係る減量化目標 

現 状          計画目標  
      年 度 
区 分  【20 年度】 【27 年度】

排出量 A に 
占める割合 

排出量 C に 
占める割合 

対 20 年度比

市町回収(A) 95.3 85.8 100％ ― ▲10％

集団回収(B) 5.3 5.7 ― ― ― 
排  
出 
量 

合計(C:A+B) 100.6   91.5 ― 100％ ― 

市町回収(D) 20.4 20.9 24.4％ ― ― 

集団回収(B) 5.3 5.7 ― ― ― 

再 
生 
利 
用 
量 合 計(D+B) 25.7 26.6 ― 29.1％ ― 

最終処分量 11.0 9.5 11.1％ 10.4％ ▲14％

 
 
 
 
 
 
 
 
 

単位：万トン 

【排出量】 

平成２０年度に対して１０％削減します。 
【再生利用量】 
  排出量に占める割合を２４．４％にします。 
【最終処分量】 
  平成２０年度に対して１４％削減し，排出量に占める割合を１１．１％にします。

１人当たりの排出量は 

 平成 20 年度：912ｇ/日であり 

  平成 27 年度：842ｇ/日となります。
(目標年度) 

 
 
 

【参考】国循環型社会形成推進基本計画

平成 27 年度目標値：1,067g/日※ 
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 ３ 減量化目標の設定の考え方 

（１） 排 出 量 

平成２０年度に対し，人口減等により８％（８万ｔ），施策の展開により２％（１．

５万ｔ）削減を想定して，合計１０％（９．５万ｔ）削減することとしました。 

 

                第１７表 排出量の削減見込み           

目標設定の考え方 施       策 削減見込み量 

人口減等 ― ８.０万トン 

生活系ごみの有料化の推進 ０.５万トン 

レジ袋無料配布中止等 生活系ごみの減量化 ０.２万トン 

食品リサイクル・ループの構築の推進 ０.３万トン 

その他の排出抑制施策 
０.５万トン 

（５ｇ程度/１人１日
→紙１枚に相当） 

 ごみ処理の有料化や食品リサ

イクル法の取組を推進し，排

出抑制・減量化を推進します。 

計 １.５万トン 

合 計    ９.５万トン 

 

（２）再生利用量 

第２次計画の目標を達成できなかったため，第２次計画と同じ再生利用率（２４． 

４％，将来推計値より１．２万ｔの増加）を目標としました。 

 

               第１８表 再生利用量の増減見込み 

目標設定の考え方 施       策 増減見込み量 

排出量削減に伴う減量分（注） ― ▲０.３万トン 

古紙類の再生利用の推進等 分別排出の徹底  ０.８万トン 

容器包装リサイクル法に基づく分別収集の促進  ０.４万トン 

溶融スラグの利用促進等 リサイクルの推進   ０.３万トン 

 古紙類や容器包装などの分別

収集を徹底し，再生利用を推

進します。 
計  １.５万トン 

合 計  １.２万トン 

  （注）再生利用率は，経年的に増加傾向にあります。一方，排出量は経年的に減少傾向にあります。この２つの傾向から再

生利用量を将来推計しており，この推計値を基本として１．２万トンの増加に対する施策展開することとしています。

すなわち，平成２０年度値を基本とした目標設定となっていません。 
    「排出量削減に伴う減量分」については，第１７表の１．５万トンの取組による減量分のみを示しています。 

 

 （３）最終処分量 

平成２０年度に対し，排出量の削減目標によるもの１０％（０．９万ｔ），処分量削 

減施策の展開によるもの４％（０．６万ｔ）削減を想定して，合計１４％（１．５万

t）削減し，排出量に占める割合を１１．１％にしました。 

 

                第１９表 最終処分量の削減見込み 

目標設定の考え方 施       策 削減見込み量 

排出量削減に伴う減量分 ― ０.９万トン 

溶融スラグの利用促進等 リサイクルの推進 ０.３万トン 

プラスチック系ごみの熱回収の推進     ０.２万トン 

再生利用の推進に伴う減量分   ０.１万トン 

 溶融スラグの利用やプラスチ

ック系ごみの熱回収の推進に

より，埋立量を抑制します。 

計   ０.６万トン 

合 計     １.５万トン 
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１ 将来推計 

   平成２７年度における産業廃棄物の排出量等については，業種毎に過去の活動量指標

（建設業：元請完成工事高，製造業：製造品等出荷額など）の実績を基に将来推計を行

いました。 
               第２０表 産業廃棄物の将来推計 

現  状 

【平成２０年度】 

将来推計 

【平成２７年度】 
区 分 

 
排 出 量 に  

占める割合 
 

排 出 量 に  

占める割合 

排 出 量 １,３９６ ― １,５１７ ― 

再生利用量 １,００１ ７１.７％ １,０８７ ７１.７％

最終処分量 ５３ ３.８％ ５４ ３.６％

 

 ２ 減量化目標 
   第２次計画の目標達成状況等を踏まえ，平成２７年度の計画目標を次のとおり設定し

ます。 
 
 
 
 
 
 
 

 
   第２１表 産業廃棄物に係る減量化目標 

現  状 

【平成２０年度】 

計画目標 

【平成２７年度】 
区 分 

 
排 出 量 に  

占める割合 
 

排 出 量 に  

占める割合 

排 出 量 １,３９６ ― １,５０２ ― 

再生利用量 １,００１ ７１.７％ １,０８１ ７２.０％

最終処分量 ５３ ３.８％ ５０ ３.３％

  

 

単位：万トン 

【排出量】 

平成２７年度推計に対して，１％削減します。 
【再生利用量】 
  排出量に占める割合を７２％にします。 
【最終処分量】 
  排出量に占める割合を３．３％にします。 

単位：万トン 

第２節 産 業 廃 棄 物 
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３ 減量化目標の設定の考え方 

 （１）排出量 

事業活動の拡大等により将来推計は増加しますが，排出事業者の排出抑制の取組を

促進することとし，将来推計から１％削減する目標としました。 
 

  第２２表 排出量の削減見込み 

目標設定の考え方 施       策 削減見込み量 

多量排出事業者２の減量化

計画策定等を促進します。 
多量排出事業者における減量化計画の策定指導 １５万トン 

 
 （２）再生利用量 

再生利用が全国水準に達していない種類の廃棄物について，全国水準や国の目標値

に向けて再生利用の向上を図るとともに，地球温暖化防止を推進するため，廃棄物の

燃料化利用を促進することとし，４．５万トンの増加を見込みました。 
この増加分と排出量の排出抑制による減少分（１０．８万トン減少）を将来推計に

加味し，再生利用量１，０８１万トン，再生利用率７２％に設定しました。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 多量排出事業者：廃棄物処理法又は広島県生活環境の保全等に関する条例に基づくもので，その事業活動に伴い多量の産業

廃棄物又は特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者であって，前年度の産業廃棄物の発生量が 1,000 トン

以上（特別管理産業廃棄物は 50 トン以上），条例は 500 トン以上ある事業場を設置している事業者のこと。 

 

図２８ 種類別再生利用率（産業廃棄物）の比較 

再
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率 
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    第２３表 再生利用量の増減見込み 

目標設定の考え方 施       策 増減見込み量 

排出量削減に伴う減量分 ― ▲１０．８万トン 

がれき類     ※ ２．０万トン 

木くず ０．６万トン 

ｶﾞﾗｽ･ｺﾝｸﾘｰﾄ･陶磁器くず ０．６万トン 

建設混合廃棄物等の現場

分別の徹底，再資源化施

設整備支援等 建設廃棄

物の減量化の推進 

建設混合廃棄物  ※ １．３万トン 

全国の再生利用率の水準に引

き上げ（※は，国の再資源化

目標（建設リサイクル推進計

画 2008）に引き上げ），再生

利用量を増加させます。 

計 ４．５万トン 

合 計 
▲６．３万トン 

 
≒▲６万トン 

 
（３）最終処分量 

排出量の排出抑制による減少及び再生利用量の増加により，将来推計から４万トン

の削減が見込まれることから，最終処分量５０万トン，最終処分率３．３％に設定し

ました。 
 

     第２４表 最終処分量の削減見込み 

目標設定の考え方 施       策 削減見込み量 

排出量削減に伴う減量分 ― ０．５万トン 

がれき類 ２．０万トン 

ｶﾞﾗｽ･ｺﾝｸﾘｰﾄ･陶磁器くず ０．６万トン 

建設混合廃棄物等の現場

分別の徹底，再資源化施

設整備支援等 建設廃棄

物の減量化の推進 
建設混合廃棄物 １．３万トン 

最終処分されていた廃棄物の

再生利用量を増加させること

により，最終処分量を削減し

ます。 

計 ３．９万トン 

合 計 
４．４万トン 

 
≒４万トン 
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 １ 施策展開の視点 
   廃棄物に関する諸課題を解決し，将来世代にも継承することができる持続可能な社会

づくりをするためには，資源の採取や廃棄に伴う環境への負荷を最小にする「循環型社

会」の実現に向けた更なる取組とともに，地球温暖化問題に対応した「低炭素社会」の

構築に向けた取組を併せて進めることが重要です。そこで，低炭素社会との一体的実現

も視野に入れた，循環型社会の実現に向けた更なる施策を展開することが重要であると

の観点から，県民・事業者・関係団体・行政など全ての主体が適切な役割分担のもと，

次の視点から施策を推進します。 
 

    
      

    
      
   
   
 
 
 

 ２ 施策の方向 

   廃棄物の発生抑制（リデュース）・再使用（リユース）・再生利用（リサイクル）の３

Ｒとエネルギー・熱回収等を通じた循環型社会の実現を図るため，次の方向で施策を展

開します。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
１ コベネフィット型技術：環境対策（廃棄物対策）と地球温暖化対策を同時に進めることができる技術のこと。 

１ 循環型社会の実現に向けた更なる３Ｒの推進～低炭素社会との一体的実現にも配慮 

 ・コベネフィット型技術 1の研究開発・施設整備，焼却施設における熱回収導入 

促進 

・レアメタルの回収 など 

２ 廃棄物処理に対する県民の信頼の確保 

  排出事業者責任の徹底，不法投棄対策の強化，適正処理の推進（処分場の確保等） など

３ 新たな課題への対応 

 ・社会環境の変化（高齢社会到来，アナログ放送終了等）への対応  
 ・有害廃棄物（アスベスト，ＰＣＢ）処理施設の確保 など 

施策の方向 

１ 資源循環を基本とした社会づくり 
  ・３Ｒの実践やリサイクル産業の振興など

２ 環境への負荷の少ない社会づくり 
・アスベスト廃棄物など有害廃棄物の適正

処理や不法投棄のない社会など 

３ 環境に配慮した行動を展開する 
  社会づくり 

・循環型社会づくりを進める意識と行動の

変革 

○ 廃棄物の発生抑制及び減量化 
○ リサイクルの推進 
○ リサイクル産業の集積・育成 

○ 廃棄物の適正処理対策の推進 
○ 廃棄物の処理施設の確保・維持管理等
○ 災害廃棄物の適正処理対策の推進 
○ 生活排水対策（し尿等）の推進 
○ 不法投棄防止対策の推進 

○ 環境意識の向上及び自主的行動の推進
○ 市町による環境基本計画等の策定の促進
○ 県の率先した取組 

施策の区分 

視 
 

点 

 
第第 ６６ 章章   施施 策策 のの 展展 開開 
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 ３ 施策の体系 
施策の区分 循環型社会の実現・一般廃棄物・産業廃棄物に関する施策 

 
一般廃棄物

 

○ 生活系ごみの減量化等の推進 
○ 事業系ごみの減量化等の推進 
○ 分別排出の徹底 
○ ごみ処理の有料化の導入 
○ 市町の一般廃棄物処理コスト分析等の推進 
○ 容器包装リサイクル法の適正な運用 

 
 
 
 
廃棄物の発生抑制 
及び減量化 

産業廃棄物

○ 排出抑制等の啓発・支援，ﾘｻｲｸﾙ製品活用の積極的な広報〔拡充強化〕
○ 多量排出事業者における減量化計画の策定指導［拡充強化］ 
○ 建設廃棄物のリサイクルの推進［拡充強化］ 
○ 廃プラスチック・木くずの燃料化による有効利用の推進 
○ 産業廃棄物埋立税制度の活用 

 
 
 
リサイクルの推進 循環型社会の実現

○ リサイクル技術研究開発・施設整備の推進［拡充強化］ 
○ リサイクル製品の使用促進［拡充強化］ 
○ リサイクル産業創出に係る人材育成［新規］ 
○ レアメタルの回収の推進［新規］ 
○ エネルギー・熱回収等の推進 
○ 各種リサイクル法の推進 
○ 農業系廃棄物・下水汚泥のリサイクルの推進 

リサイクル産業の 
集積・育成 

循環型社会の実現
○ びんごエコタウンモデル地区の形成促進 
○ 福山リサイクル発電事業の推進 

一般廃棄物
○ 社会環境の変化に対応した処理体制の構築［新規］ 
○ 適正処理の推進［拡充強化］ 
○ 海ごみ対策のあり方を検討 

 
 
 
 
廃棄物の適正処理 
対策の推進 

産業廃棄物

○ 排出事業者責任の遵守の徹底［拡充強化］ 
○ 監視指導の強化［拡充強化］ 
○ マニフェスト制度による適正処理の推進［拡充強化］ 
○ 有害産業廃棄物の適正処理の推進［拡充強化］ 
○ 優良な産業廃棄物処理業者の育成［拡充強化］ 
○ 産業廃棄物の広域移動の監視の強化 

一般廃棄物

○ 市町の処理施設等の計画的整備の推進［拡充強化］ 
○ 効率的な施設整備・広域的な取組の推進［拡充強化］ 
○ ごみのﾘｻｲｸﾙ及び資源ｴﾈﾙｷﾞｰ回収・利用に配慮した施設整備の推進 
○ ダイオキシン類対策の徹底 
○ 事故防止対策の推進 
○ 最終処分場跡地利用の検討支援 

 
 
 
 
廃棄物の処理施設 
の確保・維持管理
等 

産業廃棄物

○ 処理施設の設置・運営に係る厳正な審査・指導［拡充強化］ 
○ 公共関与による処理事業の推進 
○ 地域住民との合意形成の推進 
○ 埋立終了した最終処分場・跡地の安全対策の推進 
○ 無害化処理施設・ｴﾈﾙｷﾞ-回収に配慮した施設整備の推進［拡充強化］

災害廃棄物対策の
推進 

一般廃棄物
○ 市町の処理体制の整備 
○ 広域的な相互協力体制の整備 

 
生活排水対策（し
尿等）の推進 

一般廃棄物
○ 下水道等の整備の推進 
○ 浄化槽の整備の推進 
○ 浄化槽の適正な管理の推進 

 

不法投棄防止対策 

の推進 
一般廃棄物
産業廃棄物

○ 不法投棄監視体制の強化 
○ 不法投棄情報の収集［拡充強化］ 
○ 地区不法投棄等防止連絡協議会の活動強化 
○ 市町と県の連携［拡充強化］ 
○ 市町の不法投棄防止対策に対する支援［拡充強化］ 

環境意識の向上 
及び自主的行動 
の推進 

循環型社会の実現
○ 環境学習・環境教育の推進 
○ 環境情報の提供 
○ 各主体の取組支援・連携強化 

市町による環境基
本計画等の策定の
促進 

循環型社会の実現 ○ 市町による環境基本計画等の策定の促進 

県の率先した取組 循環型社会の実現
○ 公共事業における廃棄物の排出抑制・リサイクルの推進 
○ グリーン購入の推進 

                                         ※網掛けは新規又は拡充強化の施策 

資
源
循
環
を
基
本
と
し
た
社
会
づ
く
り

循
環
型
社
会
の
実
現

環
境
へ
の
負
荷
の
少
な
い
社
会
づ
く
り

環
境
に
配
慮
し
た
行
動
を
展
開
す
る
社
会
づ
く
り 

施策の方向 
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 １ リサイクルの推進 

 （１）リサイクル技術研究開発・施設整備の推進【拡充強化】 

    廃棄物の発生抑制，減量化，リサイクルの取組を促進するため，事業者が実施する 
リサイクル技術の研究開発や施設整備及び産業廃棄物処理業界や大学による産学連携 
の活動を支援し，リサイクル産業の活性化を推進するとともに，リサイクル産業団地 
の整備など，地域におけるリサイクル産業の振興を図ります。 

    更に，今後は，家庭向けリサイクル製品やコベネフィット型技術の研究開発・施設 
整備についての支援を強化するなど，リサイクル技術の活用範囲の拡大を図ります。 

 （２）リサイクル製品の使用促進【拡充強化】 

    県内で発生した廃棄物などを使用したリサイクル製品の利用を促進するため，所定 
の要件・基準に適合したリサイクル製品の登録を行い，県のホームページ，パンフレ 
ット等を通じて積極的な情報提供を行います。 

    また，登録リサイクル製品の県の事務・事業における率先的な使用などを通じて， 
普及の促進を図ります。 
 更に，リサイクル製品の販路や利用用途の拡大に向けた取組の支援を強化していき 
ます。 

 （３）リサイクル産業創出に係る人材育成【新規】 

    これまで，廃棄物の発生抑制，減量化，リサイクルの推進のために，事業者が行う

リサイクル技術等の研究開発や施設整備などへの支援に取り組んできましたが，取組

の更なる進展を図り循環型社会ビジネスの促進につなげていくため，事業所でリサイ

クル技術等の研究開発などに携わる人材の育成に取り組んでいきます。 

（４）レアメタルの回収の推進【新規】 

使用済小型家電には，多種多様なレアメタルが含まれています。これらは，一般廃

棄物の不燃ごみや粗大ごみとして排出され，鉄，アルミ等が一部回収されているもの

の，その多くは埋立処分されています。 

    資源の有効利用の観点から，使用済小型家電からのレアメタルの回収システムにつ

いて，市町，事業者等と連携して検討を行います。 
（５）エネルギー・熱回収等の推進 

    再使用及び再生利用が困難で焼却せざるを得ない廃棄物をエネルギーとして活用す

ることにより，地球温暖化防止に寄与します。 
    市町が設置するごみ焼却施設において，排熱を利用する廃棄物発電や熱供給システ

ムなどが導入され，可能な限りごみがエネルギーとして利用されるよう，市町に対し

技術的支援を行います。市町の支援に当たっては，国の「市町村における循環型社会 
 

第１節 循環型社会の実現に関する施策 
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   づくりに向けた一般廃棄物処理システムの指針（平成１９年６月環境省）」に基づいて，

地域条件に応じた適切な処理システムへの見直し等が行われるよう配慮します。 
    また，木くずなど廃棄物系バイオマスの利活用が進んでいないことから，先進的な

取組事例や技術情報などの提供を通じて，廃棄物系バイオマスの利活用の促進に努め

ます。 

 （６）各種リサイクル法の推進 

    各種リサイクル法が円滑に施行されるよう住民に対し，関係機関と連携して，普及

啓発を行います。 

    また,各種法律によりリサイクルを進める上で課題となる点について，市町の要望等

を踏まえながら，国への制度の見直しなどについて働きかけを行います。 

                第２５表 各種リサイクル法の概要 

区  分 施行年月 法  の  概  要 

容器包装リサイクル法 
Ｈ１２.４ 

（改正Ｈ１８.６）

市町村による分別収集（消費者による分別排出）及び分別収

集された容器包装の事業者による再商品化という回収・リサ

イクルシステムが規定されています。 

家電リサイクル法 Ｈ１３.４ 

小売業者による回収及び回収された使用済み家電製品の製

造業者等による再商品化などの回収・リサイクルシステムが

規定されています。 

食品リサイクル法 
Ｈ１３.５ 

（改正Ｈ１９．６）

食品の製造・加工・販売業者が取り組むべき事項（食品廃棄

物の再資源化）が規定されています。 

建設リサイクル法 Ｈ１４.５ 
建設工事受注者による分別解体及びリサイクル，工事の発注

者や元請業者などの契約手続などが規定されています。 

自動車リサイクル法 Ｈ１７.１ 

自動車の所有者によるリサイクル料金の負担，関連事業者に

よる使用済自動車の引取り・引渡し，自動車メーカー等によ

るフロン類，エアバック類，シュレッダーダストの引取り・

再資源化等が規定されています。 

 

（７）農業系廃棄物，下水汚泥のリサイクルの推進 

   ○ 家畜排せつ物のリサイクルの推進 

     家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律（平成１１年法律第

１１２号），「広島県における家畜排せつ物の利用の促進を図るための計画」及び「広

島県資源循環型畜産確立基本方針」に基づいて，家畜排せつ物処理施設の計画的な

整備を推進するとともに，家畜排せつ物の適正な処理・利用に必要な畜産業者の技

術力の向上，畜産部門と耕種部門が連携した堆肥等の流通・利用の促進を図ります。 
     また，地域の実情に詳しい市町，関係団体と構成する地域資源循環型畜産推進指

導協議会のもと，総合的な指導体制の充実を図ります。 
   ○ 下水汚泥のリサイクルの推進 
     下水汚泥については，セメント原料や堆肥原料などへの利用を進めます。 

また，バイオマス資源である下水汚泥の燃料化事業を検討します。 
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 ２ リサイクル産業の集積・育成 

 （１）びんごエコタウンモデル地区の形成推進 

    リサイクル産業の集積を通じた企業間連携の推進とリサイクル産業の育成を図るた

め，びんごエコタウンモデル地区（福山市箕沖町）内に整備（平成２０年度）したび

んごエコ団地をリサイクル事業者等に分譲し，リサイクル産業の立地を推進します。 

 （２）福山リサイクル発電事業の推進 

    可燃ごみの広域処理と熱回収を通じて，環境，資源，エネルギー対策を進めるため，

引き続き，福山リサイクル発電事業（ＲＤＦ発電・灰溶融）を実施します。 
    また，この事業の計画期間は平成３０年度までとなっており，事業終了後のごみ処

理や施設整備について検討する必要があることから，参画市町に対し，将来のごみ排

出量や減量化の計画などを踏まえ，一般廃棄物処理基本計画の見直しなどについて技

術的支援を行います。 
     図２９ 福山リサイクル発電事業の概要 

 

ＲＤＦ製造施設（７施設）  福山リサイクル発電 

団 体 名 施設能力  ・ＲＤＦ処理能力：314t/日 

福 山 市 300t/日  ・発電出力：約 20,000ｋＷ 

府 中 市 60t/日  

庄 原 市 19t/日  

大 竹 市 42t/日  

廿日市市 102t/日  

 

神石高原町 11t/日  

甲世衛生組合 16t/日  
 

 
 
 
 
 
 ３ 環境意識の向上及び自主的行動の推進 

   環境学習・環境教育を指導する環境保全アドバイザー等の人材養成や環境問題に関す

る情報の提供等を通じて，環境意識の向上を図るとともに，県民や事業者等が環境に配

慮した生活や事業活動が実践できるよう計画的に進めていく必要があります。 
 （１）環境学習・環境教育の推進 
   ○ 「ひろしま環境の日」「環境月間２」「３Ｒ推進月間」等を通じた啓発の実施 

     毎月第１土曜日を「ひろしま環境の日」と定め，広報及び啓発活動に積極的に取

り組むとともに，国・市町・民間団体と連携して，「環境の日（６月５日）」，「環境 
２ 環境月間：昭和４８年から，毎年６月５日からの１週間を「環境週間」としていたが，平成３年からは，６月を「環境月間 

とし，環境省ほか関係省庁，地方公共団体，民間団体などによって各種の普及啓発活動が行われている。 

 

 

 参画９市町 

ごみ 487t/日 

ＲＤＦ 

264t/日 

◆県内の可燃ごみ量の約２割をＲＤＦ化

発電量は，約６万世帯分に 
相当（人口約２０万人） 

◆ ごみ分別 
◆ 安全対策 
◆ 環境監視 

 売 電 

 溶融スラグ 

 有効利用 

参画９市町 
 三原市，尾道市，福山市，府中市，庄原市，大竹市，廿日市市，世羅町，神石高原町 
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月間（６月）」，「瀬戸内海環境保全月間（６月）」，「３Ｒ推進月間（１０月）」，「浄化

槽月間（１０月）」等様々な環境関連行事や実践事例の情報を発信し，県民・事業者

等への啓発を図ります。 
○ 環境学習セミナー，講演会等の開催 

     ひろしま地球環境フォーラム等との共催により，環境問題等に関する講演会を開

催するなど，環境学習の機会の充実を図ります。 
   ○ 学校における環境学習・環境教育の推進 
     環境学習指導者の紹介や啓発資料の配布を通じて，学校における環境学習・環境

教育の推進や多様な主体が参画した環境学習の体制づくりを支援することにより，

環境学習の一層の推進を図ります。 
 （２）環境情報の提供 

    環境問題の現状や環境学習・環境教育に役立つ人材，教材，施設情報等を常時分か

り易く提供するため，県ホームページの環境情報サイト（エコひろしま）等を利用し

た積極的な情報発信に努めます。 
 （３）各主体の取組支援・連携強化 

   ○ 環境にやさしい自主的活動の促進 
     ひろしま地球環境フォーラム等の環境保全推進団体との連携を強化し，環境にや

さしい商品の購入や省資源・省エネルギー運動，３Ｒ推進運動等の事業者，地域，

家庭における自主的な取組を促進します。 
   ○ 環境にやさしい企業活動の普及促進 
     企業等による環境マネジメントシステムであるＩＳＯ１４００１３，エコアクショ

ン２１等の導入を支援し，環境にやさしい自主的活動の促進を図ります。 
 
 ４ 市町による環境基本計画等の策定の促進 

   各地域での循環型社会の実現に向けた取組を促進するため，市町の総合的な環境行政

の基本となる「環境基本計画」や「温暖化対策実行計画」などを策定し，これらに基づ

く実効ある取組を計画的に進めていく必要があります。 
   このため，県・市町で設置する「環境行政総合調整会議」等において協議・調整を行

い，市町による環境基本計画等の策定や環境行政をめぐる諸課題の解決に向けた取組に

対し，技術的支援を行います。 
 
 
 
 
３ ＩＳＯ１４００１：国際標準化機構（International Organization for Standardization）が発行した，環境マネジメント

システムの国際規格のこと。「国際標準化機構」とは，スイスに本部を置く国際的な非政府間機構で，全世界の標準となる

工業規格や，品質管理規格（ＩＳＯ９０００シリーズ）などを発行している。 
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 ５ 県の率先した取組 

   県自ら「事業者」として，県の業務全般における循環型社会の実現に向けた率先的な

取組を進めます。 

 （１）公共事業における廃棄物の排出抑制・リサイクルの推進 
    「広島県環境配慮推進要綱」に基づいて，県が行う公共事業について，計画・設計・

工事の各段階における廃棄物の排出抑制・リサイクル，省資源・省エネルギー等の配

慮状況を点検し，公共事業における環境配慮を推進します。 
 （２）グリーン購入の推進 
    「広島県グリーン購入方針」，「広島県登録リサイクル製品使用指針」等に基づいて，

登録リサイクル製品など環境に配慮した物品や役務の調達，公共工事における再生資

材の調達などを推進します。 

    また，「環境に配慮した広島県率先行動実行計画」に基づいて，事務所等における省

資源・省エネルギー，廃棄物の減量化・リサイクル，職員の意識啓発などの取組を進

め，エコオフィスづくりを推進します。 

 
 
 
  

１ 発生抑制及び減量化 

 （１）生活系ごみの減量化等の推進 

    生活系ごみの減量化に当たっては，住民及び事業者がこれまでの生活様式や事業活

動を見直し，「もったいない４」の意識をもって，ごみの排出を減らす取組を実践する

ことが重要です。 
    このため，住民に対し，マイバッグ運動やマイボトル・マイカップ持参の推進によ

り，レジ袋無料配布中止，使い捨て容器の減少など，市町と連携した普及啓発を行い

ます。 
また，ごみの排出抑制につながる制度の導入や，ＢＤＦ（廃食用油を原料にした軽

油代替燃料）事業，食品残渣の排出抑制・有効利用が促進されるよう，国の動向を踏

まえ，市町，事業者に対し技術的支援を行います。 
 
 
 
 
 

４ もったいない：平成１７年２月に，ケニアの環境副大臣でノーベル平和賞受賞者のワンガリ・マータイさんが来日した際に

この言葉を知り，世界に広め環境保全の標語にしようと呼びかけたことから注目された。「もったいない」に代表される，

物を大事にする日本の心が世界に広まり，環境にやさしい社会づくりや，地球温暖化などの環境問題の解決につながること

が期待されている。 

 

第２節 一般廃棄物に関する施策 



 49

              第２６表 ごみ発生抑制に係る取組事例 

区 分 取   組   事   例 

事業者 レジ袋の使用抑制・有料化，過剰包装の抑制，梱包の簡素化，店頭回収の推進 等 

住 民 

マイバッグ・マイボトル・マイカップの持参，過剰包装を断る，集団回収の実施，リターナブ

ル容器等環境への負荷の少ないグリーン製品・サービスの選択，生ごみ処理機等の利用，不用

品交換・他用途への活用，エコクッキング，水切りの徹底，リサイクルシステムのある商品を

選ぶ 等 

行 政 
マイバッグ運動，マイボトル・マイカップ持参の推進，集団回収の推進，環境教育・環境学習

の推進，資源回収推進団体の育成と支援，生ごみ処理機購入補助 等 

 

 

 （２）事業系ごみの減量化等の推進 

    一般廃棄物の排出量の約４割を占める事業系ごみの発生抑制・減量化を進める上で，

事業者が自ら事業系ごみの処理責任を自覚し，発生抑制，再使用，再生利用を積極的

に推進することが重要です。 
    このため，市町が行う事業者への減量化指導や多量に排出する事業者への減量化計

画の策定指導に対する助言のほか，業種に応じた３Ｒの方策について，業界団体等と

連携した取組の強化を図ります。 
    特に，食品廃棄物については，食品リサイクル法に基づき，市町，事業者及び関係

機関と連携して，食品廃棄物の更なる減量化・再生利用による排出抑制を促進します。  
また，食品リサイクル法の対象外である学校給食や福祉・厚生施設由来の食品廃棄

物について，排出抑制及び再生利用が推進されるよう，市町，事業者に対し助言しま

す。 
 （３）分別排出の徹底 

    ごみを適切に分別して排出することは，リサイクルの推進及び埋立量の削減につな

がります。 
    このため，市町に対し，国の「市町村における循環型社会づくりに向けた一般廃棄

物処理システムの指針（平成１９年６月環境省）」に基づいて，必要に応じて分別収集

区分や処理方法等の一般廃棄物処理システムの見直しを行い，事業を円滑に行うため

の技術的支援を行います。 
また， 可燃ごみに含まれる再生利用が可能な古紙について，住民に対し，分別排出

を徹底し，古紙を中心としてごみのリサイクルが円滑に行われるよう，市町と連携し

た普及啓発を行います。 
 （４）ごみ処理の有料化の導入 

    ごみ処理の有料化は，ごみの減量化に一定の効果があるものとされています。 
    このため，市町に対し，国の「一般廃棄物処理有料化の手引き（平成１９年６月環

境省）」を参考として，ごみ処理の有料化に向けた取組について技術的支援を行います。 
 

 

（注）１ リターナブル容器：洗浄するだけで再利用できる容器のこと。 

   ２ エコクッキング：食物やエネルギーを無駄にせず，水を汚さないよう工夫したり，ごみを減らしたりして，環境

に配慮しながら料理をつくること。  
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 （５）市町の一般廃棄物処理コスト分析等の推進 

    市町の一般廃棄物処理に要するコストをより詳細に把握することは，ごみ処理にお

ける課題の抽出や，排出抑制及び効率的な処理等の施策に反映させることにつながり

ます。 
    このため，市町に対し，国の「一般廃棄物会計基準（平成１９年６月環境省）」に基

づいて，廃棄物処理コストの分析を行い必要な施策を推進するための技術的支援を行

います。 
（６）容器包装リサイクル法の適正な運用 

    容器包装廃棄物のリサイクルを円滑に実施するためには，適切な分別を徹底するな

ど住民の理解と協力が不可欠であることから，住民に対する分別排出の必要性等に関

する啓発や，市町に対する分別収集の先進事例や新しい処理技術の情報提供などに取

り組みます。 
    また，容器包装リサイクル法に基づき策定した「第６期広島県分別収集促進計画（平

成２２年１０月）」に沿って，各市町の「分別収集計画」が着実に実施されるよう，市

町に対し，分別収集の取組について助言を行います。 
 
 ２ 適正処理対策の推進 

 （１）社会環境の変化に対応した処理体制の構築【新規】 

本格的な高齢社会の到来により，一人暮らしの高齢者世帯が増加し，所定の排出場

所に家庭ごみを排出することが困難となっています。快適な生活環境の確保のため，

高齢社会に対応した処理体制の構築に向け，市町に対し先進事例などの情報提供を行

います。 

また，平成２３年７月にアナログ放送が終了することに伴い，大量のアナログテレ

ビが廃棄され不法投棄の増加が懸念されています。こうした不法投棄の未然防止及び

早期是正を図るため，家電リサイクル法に基づく処理体制を住民へ周知徹底するとと

もに，引き続き，市町が実施する不法投棄の監視や不法投棄防止に関する啓発など不

法投棄防止対策に関する事業に対する支援を行います。 

（２）適正処理の推進【拡充強化】 

    市町，一部事務組合及び民間の一般廃棄物処理施設への定期的な立入検査を実施し，

一般廃棄物の適正処理の徹底について指導を行うとともに，特に，ごみ焼却施設や最

終処分場におけるダイオキシン類対策の徹底を図ります。 
    また，在宅医療の進展により増加が予想される在宅医療廃棄物（家庭から排出され 

る使用済注射針，点滴器具等）について，収集運搬時の針刺し事故等を防止し，適正

処理を推進するため，国の｢在宅医療廃棄物の処理に関する取組推進のための手引き

（平成 20 年 3 月 在宅医療廃棄物の処理のあり方検討会）｣を参考に，医療関係者等
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と連携を図りつつ，在宅医療廃棄物の処理について更なる取組が進められるよう，市

町に対して技術的支援を行います。 
    さらに，アスベストを含む廃棄物については，県内に設置されたアスベスト廃棄物

の溶融無害化処理施設による適正処理を推進するとともに，その他の処理困難な廃棄

物（消火器，廃ＦＲＰ船等）については，国による広域認定制度５等の的確な運用を図

るなど，適正処理ルートの確保に努めます。 
    一般廃棄物の不適正な処理を防止するため，引き続き，県民及び事業者等に対する

野外焼却禁止等の規制内容の啓発に努めます。 
    市町が測定したごみ焼却施設の排ガス，最終処分場の放流水のデータ等については，

生活環境の保全に利害関係を有する住民からの求めに応じて閲覧させることが，廃棄

物処理法で義務付けられています。また,平成２２年の法改正により，これらの維持管

理に関する情報をインターネットの利用その他の適切な方法により公表することが義

務付けられました。より円滑な施設運営を進めていくため，測定したデータを適切に

公表するよう，市町に対し助言します。 

（３）海ごみ対策のあり方を検討 

    海ごみのうち，漂着ごみ対策については，「美しく豊かな自然を保護するための海岸

における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法

律」（平成２１年法律第８２号）が制定され，その処理責任が海岸管理者と定められま

した。各海岸管理者に対しては，市町からの情報を提供します。  

一方，漂着ごみや海底ごみによる環境景観の悪化，漁業被害等が発生した場合には，

関係機関で連携し，情報の収集・提供や，必要な海ごみ対策の検討を行います。 

    更に，災害等により，大規模漂着ごみが発生した場合には，国の災害等廃棄物処理

事業費補助制度等（ごみ量が海岸保全区域外で１５０ｍ３以上が補助対象）を活用し，

適正な処理を行うよう，市町に対し助言します。 

 

 ３ 処理施設の確保・維持管理等 

 （１）市町の処理施設等の計画的整備の推進【拡充強化】 

    廃棄物を適正に処理するためには，焼却施設や最終処分場などを継続的に確保する

必要があり，長期的かつ総合的な視点に立って，計画的に施設の整備を進める必要が 
あります。 

このため，将来のごみ，し尿の排出量や施設の耐用年数などを勘案して一般廃棄物

処理基本計画を定期的に見直すなど，計画的な施設整備に向けた市町の取組について

技術的支援を行います。 
 
 

５ 広域認定制度：製品が廃棄物となったもので，当該廃棄物の処理を当該製品の製造，加工，販売等の事業を行う者（製造事
業者等）が広域的に行うことにより，当該廃棄物の減量，適正処理が確保されることを目的として，廃棄物処理法に基づく
廃棄物処理業の許可を不要とする特例制度のこと。 
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    また，国の「循環型社会形成推進交付金６（３Ｒ推進交付金）」を活用し，廃棄物を

資源化するマテリアルリサイクル推進施設，発電やバイオディーゼル燃料等への転換

を行うエネルギー回収推進施設など低炭素社会に対応した施設の整備を行うため，構

想段階から国，県，市町が参画して計画を策定することとしており，実施に当たり，

市町に対し技術的支援を行います。 
    廃棄物運搬車については，国の「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金７」を活用

した低公害車及び次世代低公害車等の整備について，市町に対し周知を図ります。 
廃止したごみ焼却施設については，廃焼却炉解体に対する循環型社会形成推進交付

金による支援制度の活用を図り，早期に解体撤去するよう，市町に対し技術的支援を

行います。 
    ごみ焼却施設の解体撤去に当たっては，作業員の健康被害を防止するため，労働安

全衛生を確保し，国の「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対

策要綱（平成１３年４月厚生労働省）」に沿って実施するよう，市町に対し技術的な助

言を行います。 
    また，これらの推進に当たっては，地域住民の信頼を確保し，理解を得ていくため，

計画段階からの情報公開を促進します。 
 （２）効率的な施設整備，広域的な取組の推進【拡充強化】 

複数の市町の連携等による広域的な処理は，再生利用が可能な一般廃棄物を広域的

に集めることにより再生利用が容易になる場合があること，また，ごみ焼却施設の集

約化による全連続炉化等により効率的な熱回収が可能となること等の長所があるため，

市町村合併を踏まえ，また地域の地理的，社会的な特性を考慮した上で適正な施設の

規模に確保に向け，広域的な取組を促進します。 

また，廃棄物処理施設は，今後，維持管理や更新に係るコストが増大することが懸

念されます。厳しい財政状況の中で，コスト縮減を図りつつ，廃棄物処理施設をでき

るかぎり有効に活用していくため，いわゆるストックマネージメントの手法を導入し，

廃棄物処理施設の計画的かつ効率的な維持管理を推進し，施設の長寿命化・延命化に

向けた市町の取組に対し技術的支援を行います。 
 （３）ごみのリサイクル及び資源エネルギー回収・利用に配慮した施設整備の推進 

    廃棄物から資源やエネルギーを回収して再利用することは，地球温暖化対策の推進

を図る上で重要な方策です。 
    今後とも，ごみ処理施設を新設・更新する際には，廃棄物発電や新技術による効率

的な資源回収及びエネルギーの有効活用が推進されるよう，市町等に対し技術的支援

を行います。 
６ 循環型社会形成推進交付金：廃棄物処理施設整備費補助金の廃止に伴い，創設された国の交付金制度で，市町（一部事務組

合を含む。）が広域的な地域について作成する「循環型社会形成推進地域計画」（概ね５か年）に基づき実施される事業の費

用について交付される。 
７ 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金：市町等地方公共団体（一部事務組合を含む。）が行う石油代替エネルギー及び省

エネルギーに係る地球温暖化対策事業に対する国の補助制度。   
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    また，焼却灰を溶融固化した「溶融スラグ」について，ＪＩＳの品質基準の制定８

を踏まえ，今後更に有効活用が図られるよう，公共事業等における利用を促進します。 
 

市町村毎の小規模焼却システム

１０年前

廃焼却炉

未解体

廃焼却炉

未解体

廃焼却炉

未解体

現在

廃棄物処理施設の広域化
ダイオキシン類削減目標の達成

容器包装
リサイクル
推進施設

ストックヤード 今後

循環型社会を支える基盤施設の整備

リサイクルセンター

廃焼却炉の
跡地の

有効利用

ゴミ発電

焼却炉の更新・広域化による
ダイオキシン類対策の推進

再生利用・熱回収の

推進

（４）ダイオキシン類対策の徹底 

焼却施設や最終処分場から排出されるダイオキシンの実態を的確に把握するととも

に，施設の適正な設置や維持管理等を通じて，引き続きダイオキシン類の排出基準へ

の適合を確保していきます。 
    ごみ焼却施設の解体撤去に当たっては，作業員の健康被害を防止するため，労働安

全衛生を確保し，国の「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対

策要綱（平成１３年４月厚生労働省）」に沿って実施するよう，市町に対し技術的な助

言を行います。 
 （５）事故防止対策の推進 

    廃棄物処理における事故の未然防止や，事故が発生した場合の被害の拡大防止を図

るため，国の「廃棄物処理施設事故対応マニュアル作成指針（平成１８年１２月環境

省）」に基づき，市町におけるマニュアルの策定について技術的支援を行います。 

 （６）最終処分場跡地利用の検討支援 

最終処分場の跡地については，適切な維持管理を行った上で廃止された最終処分場

跡地の有効利用の検討に対し，技術的支援を行います。 
 

 

 

 

８ 溶融スラグに係るＪＩＳの品質基準の制定：溶融スラグをコンクリートの骨材又は一般道路用のアスファルトの骨材及び路

盤材に用いる場合の規格が，平成１８年７月に日本工業規格（ＪＩＳ）として制定された。 
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４ 災害廃棄物対策の推進 

 （１）市町の処理体制の整備 

    大型台風や地震による被害の発生などに備えて，災害廃棄物が迅速かつ的確に処理

されるよう，市町は事前に「水害廃棄物対策指針（平成１７年６月環境省）」及び「震

災廃棄物対策指針（平成１０年１０月旧厚生省）」に基づいて，水害廃棄物処理計画及

び震災廃棄物処理計画を策定し，組織・体制の整備を図るものとします。 

また，一般廃棄物処理施設等の復旧対策について，適切な対応がされるよう，市町

に対し技術的支援を行います。 

   更に，災害廃棄物の応急的な処分に必要な一時集積場所や最終処分場の確保，施設

の復旧等に必要な災害等廃棄物処理事業費補助金の確保について，市町に対し助言し

ます。 

 （２）広域的な相互協力体制の整備 

    広範囲に災害が発生し，市町が単独では対応できない事態に備え，近隣市町との相

互協力体制の確立が図られるよう，市町に対し助言します。 

    なお，県と広島県環境整備事業協同組合，広島県清掃事業協同組合及び広島県産業

廃棄物協会においては，災害発生時の支援協力に関する協定を締結しています。 

 

５ 生活排水対策（し尿等）の推進 

 （１）下水道等の整備の推進 

    平成８年３月に策定した広島県汚水適正処理構想（平成２３年３月改定）に基づい

て，地域の実情に応じた公共下水道，農業・漁業集落排水施設及び合併処理浄化槽の

計画的な整備を進め，汚水処理人口普及率の向上を図ります。 

 （２）浄化槽の整備の推進 

    下水道，農業・漁業集落排水施設などの整備が困難な地域においては，国の「循環

型社会形成推進交付金」や「小型浄化槽設置整備事業」，「浄化槽市町村整備推進事業」

の補助制度を活用した浄化槽の整備が図られるよう，市町の取組を支援します。 

    省エネルギータイプの低炭素対応型浄化槽設置整備についても，これら事業の一環

として市町の取組を支援します。 

    また，生活排水対策の一環として，単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換を

促進します。 
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       第２７表 広島県汚水適正処理構想（平成２３年３月改定）の整備目標 

平成２１年度末現在 平成２５年度末（予定） 

区分 事業名 処理人口 

（千人） 

処理人口 

普 及 率 

（％） 

処理人口 

（千人） 

処理人口 

普 及 率 

（％） 

公共下水道 1,938 67.9 2,007 71.0
集合処理 

農業・漁業集落排水 58 2.0 60 2.1

個別処理 合併浄化槽等 326 11.4 305 10.8

計 2,322 81.3 2,372 83.9

 

 （３）浄化槽の適正な管理の推進 

    し尿及び生活排水の処理を推進するため，下水道の代替施設としての浄化槽に対す

る社会的ニーズの高まりなども踏まえ，浄化槽の適正な維持管理の徹底を普及啓発す

るとともに，法定検査結果等に基づいて浄化槽の効率的な立入検査を実施し，不適正

な浄化槽については，改善等を指導します。 

    また，全ての浄化槽において法定検査が実施されるよう，平成１９年４月から導入

している１０人槽以下の浄化槽に対する効率化検査の推進を図るとともに，これまで

の取組とその実績を踏まえ，未受検者に対する適切な指導や法定検査に関するより効

果的な普及啓発などの受検促進方策の検討・実施により，本計画期間においては法定

検査受検率が概ね７０％となるよう，市町，指定検査機関等と連携して受検率の向上

を図ります。 

                 第２８表 法定検査体制 

指定検査機関 社団法人広島県環境保全センター 社団法人広島県浄化槽維持管理協会 

新設時検査（浄化槽法７条検査） ― 

新検査体制に伴う 

法定検査の役割 

定期検査（浄化槽法１１条検査） 

・１０人槽以下（５年に１回のガイドラ

 イン検査） 

・１１人槽以上（毎年のガイドライン検

 査） 

定期検査（浄化槽法１１条検査） 

・１０人槽以下（５年に４回の効率化検

 査） 

 

 

 
 
 
 １ 発生抑制及び減量化 

（１）産業廃棄物の減量化，排出抑制等の啓発・支援，リサイクル製品活用の積極的な広報【拡充強化】 
循環型社会の実現のためには，まず，廃棄物の発生を抑制し，次に廃棄物の再使用， 

再生利用，熱回収等の順にできる限り循環的な利用を行うことが必要です。産業廃棄

物を排出する事業者に対し，そうした意識を醸成するため，廃棄物の減量化，排出抑

制等の啓発を推進するとともに，リサイクル製品の活用を図るための積極的な広報を

実施します。 

 また，事業所内廃棄物の減量化や排出抑制に資する施設整備について，支援します。 

（注）「ガイドライン検査」とは，浄化槽法定検査判定ガイドライン（平成８年３月２５日付け衛浄第１７号厚生省生活

衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知，一部改正平成１４年２月７日付け環廃対第１０５号）による検

査のこと。 

第３節 産業廃棄物に関する施策 
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（２）多量排出事業者における減量化計画の策定指導【拡充強化】 
    廃棄物処理法及び広島県生活環境の保全等に関する条例（平成１５年広島県条例第

３５号）により減量化計画等の策定が義務付けられている多量排出事業者などに対し，

実効性のある計画の策定や計画の着実な実施を指導します。また，平成２２年の法改

正で，多量排出事業者が提出した減量化計画書・実施状況報告書を，都道府県知事が

インターネットの利用により公表することが規定されたことから，事業者の自主的な

取組を促し，減量化を推進します。 
（３）建設廃棄物のリサイクルの推進【拡充強化】 

    コンクリート，アスファルトコンクリート等のがれき類の再生品は，公共工事で積

極的に使用することによりリサイクルを先導し，着実なリサイクルの推進を図ります。 

    建設汚泥は，工事現場内での再生利用を指導することにより，最終処分量の縮減を

図ります。 

    また，建築物の解体工事で発生した廃棄物については，リサイクルを容易にするた

め，分別解体又は現場条件に応じた分別の徹底を啓発します。 

特に，アスベストを含有したボード（石綿含有廃棄物）及び廃石膏ボードについて

は，確実な分別徹底により，適正処理及びリサイクルを推進します。 

（４）廃プラスチック・木くずの燃料化による有効利用の推進 

    地球温暖化対策，資源の有効利用の観点から，近年，廃プラスチック類の燃料化（Ｒ

ＰＦ）が進められていることから，引き続き，こうした取組を推進します。 

また，木くずについては，原材料への使用又は熱利用により有効利用を図るととも

に，木質バイオマス等の活用に向けた取組を支援します。 

（５）産業廃棄物埋立税制度の活用 
    平成１５年度に導入した産業廃棄物埋立税制度は，経済的手法による産業廃棄物の

排出抑制及び減量化等を促進し，税収を活用して循環型社会の実現に向けた施策を図

る上で重要な制度です。 
    税活用施策について，平成２３年度，外部有識者などとともに，更なる３Ｒの推進

に向け，新たな施策展開のあり方について検討します。 
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 ２ 適正処理対策の推進 
 （１）排出事業者責任の遵守の徹底【拡充強化】 

    廃棄物処理の基本である，廃棄物を自らの責任において適正に処理する「排出事業

者責任」が徹底されるよう，監視指導や法制度の運用等において総合的に施策を展開

し，適正処理を推進します。 
    排出事業者が産業廃棄物を委託して処理する場合においても，排出事業者は発生か

ら最終処分の終了まで適正に処理する責任を有していることから，排出事業者に処理

状況の確認を徹底するよう指導します。 
 （２）監視指導の強化 【拡充強化】 

    排出事業者及び産業廃棄物処理業者の立入検査により適正処理を指導し，違反者に

対する是正指導の強化や廃棄物処理法に基づく行政処分などにより，不適正処理の事

案に迅速かつ厳正な対応を行います。 
    産業廃棄物の過剰保管等による不適正処理の事案が散見されていることから，平成

２２年の法改正で届出が義務付けられた事業場外の保管施設について，立入検査など

により監視指導を強化します。 
    また，排出事業者及び処理業者に，廃棄物処理法の内容（委託基準，処理基準，法

改正，国の通知等を含む。）の周知・徹底を図るため講習会等を開催するとともに，産

業界等が自主的に行う広域的な処理体制の構築や環境保全活動などの取組を支援し，

適正処理を推進します。 
 （３）マニフェスト制度による適正処理の推進【拡充強化】 

    産業廃棄物の処理を委託する際に使用が義務付けられている産業廃棄物管理票（マ

ニフェスト）について，排出事業者による委託した産業廃棄物の処理状況の確認や処

理業者により適正に処理したことの伝達が確実に行われるなど，適切な運用を指導し，

マニフェスト制度の円滑な実施を図ります。 
また，平成２０年度から排出事業者に都道府県知事（政令市）への提出が義務化さ 

れた前年度１年間のマニフェスト交付状況の報告９の周知を図るとともに，産業廃棄物

処理の流れの迅速かつ的確な把握，法の遵守，事務処理の効率化が図れる電子マニフ

ェストの利用を啓発する対策を講じ，電子マニフェストの普及を促進させます。 
 （４）有害産業廃棄物の適正処理の推進【拡充強化】 

   ○ アスベスト廃棄物対策の推進 
     飛散性のアスベスト廃棄物については，環境大臣の無害化処理認定を受けた施設

で溶融による適正処理を促進します。 
 
 
９ マニフェスト交付状況報告制度：産業廃棄物管理票交付等状況報告書は，平成１２年厚生省令第１１５号によりこれまで提

出が猶予されていたが，省令改正により，平成２０年４月１日以降提出が必要となった。マニフェストを交付した排出事業

者は，前年度におけるマニフェストの交付等の状況に関する報告書を作成し，事業場の所在地を管轄する都道府県知事又は

政令市長に提出しなければならない。 



 58

排出事業者及び産業廃棄物処理業者等に対し，飛散性のアスベストは「廃石綿等

処理マニュアル（平成１７年８月環境省）」により，石綿含有量０.１％を超える含

有物は「石綿含有廃棄物等処理マニュアル（平成１９年３月環境省）」により，適正

処理の指導を行います。 
     また，解体現場，廃棄物処理施設の周辺における環境モニタリング調査を実施し，

アスベストの飛散状況を監視するとともに，建設リサイクル法による解体等の届出

のあった現場を，土木部局等と共同で立入し，建物の解体等のアスベスト除去工事

の監視，アスベスト廃棄物の適正な分別等について指導します。 
   ○ ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）廃棄物対策の推進 

     中国・四国・九州地方で保管されているＰＣＢを含有する変圧器等の電気機器（Ｐ

ＣＢ廃棄物）は，平成２０年度から日本環境安全事業株式会社（北九州市）で，各

県ごとに決められた日程で処理が行われています。平成２０年３月に策定した広島

県ＰＣＢ廃棄物処理計画により，県内のＰＣＢ廃棄物を保管する事業者に対し，処

理されるまでの適正な保管と計画的な処理を周知・徹底します。 
     ＰＣＢが微量に混入された廃棄物（微量ＰＣＢ廃棄物 10）は，その実態が不明な

ことから，混入の疑いのある電気機器を保有する事業者に対し，混入の状況を検査

する費用を補助するなどして実態把握を行うとともに，国の認定を受けた無害化処

理施設の設置を支援し，適正な処理を推進します。 
   ○ ダイオキシン類削減対策の推進  

     産業廃棄物焼却施設や管理型最終処分場に対する行政検査により，基準の適合状

況等の監視を行うとともに，産業廃棄物焼却施設から排出されるばいじんや燃え殻

等のダイオキシン類含有量が低減化されるよう，高温での焼却や集塵装置による防

塵の徹底など適切な維持管理を指導します。 
   ○ 感染性廃棄物の適正処理の推進  

     医療機関及び産業廃棄物処理業者に対して，血液等が付着した注射針など感染性

廃棄物が適正に処理されるよう，「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュ

アル（平成１６年３月環境省）」に基づき，引き続き，適正処理の指導を徹底します。 
     また，鳥インフルエンザ等の新型インフルエンザについて，流行時においても，

感染性廃棄物の処理が停滞せず安定的な処理が行われるよう，廃棄物処理業者に対

し，「廃棄物処理における新型インフルエンザ対策ガイドライン（平成２１年３月環

境省）」に基づき，従業員の感染防止等を定めた事業継続計画の策定を指導します。 
 （５）優良な産業廃棄物処理業者の育成【拡充強化】 

    優良な産業廃棄物処理業者の育成を図るため，廃棄物処理法に基づき，処理業者の

優良認定を行います。 
 
10 微量ＰＣＢ廃棄物：ＰＣＢ廃棄物のうち，電気機器等に使用された絶縁油であって，微量のＰＣＢによって汚染されたもの 
  又は当該絶縁油が塗布され，染込み，付着し，若しくは封入されたものが廃棄物となったもの。 
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優良認定業者については，平成２２年の法改正で，許可の更新期間が延長される特

例が創設されたことから，認定に係るメリット等を啓発して認定業者の育成を図ると

ともに，認定業者が優先的に委託先として選定される環境づくりを推進します。 
また，社団法人広島県産業廃棄物協会と連携して，産業廃棄物処理業者が行う情報

公開，社会貢献活動の取組を支援し，業界の健全な発展を図ります。 
 （６）産業廃棄物の広域移動の監視の強化 
    「県外産業廃棄物の県内搬入処理に係る事前協議に関する要綱」に基づく事前協議

により，県外産業廃棄物の性状，排出工程及び搬入量などを確認・把握し，県外から

過剰な産業廃棄物の搬入が行われないよう監視を強化します。 
また，中国各県と，産業廃棄物の不適正処理等に係る情報交換を密にし，産業廃棄

物運搬車両検査等の共同監視事業など，産業廃棄物の広域移動を監視する広域連携を

検討します。 
 
 ３ 処理施設の確保・維持管理等 
 （１）処理施設の設置・運営に係る厳正な審査・指導【拡充強化】 

処理施設の設置に当たっては，生活環境影響調査結果に基づく生活環境の保全への

適切な配慮など，法令に基づく厳正な審査を行うとともに，稼働中の処理施設は維持

管理基準等の遵守を指導します。 
焼却施設及び最終処分場については，平成２２年の法改正で，都道府県知事（政令

市長）による定期検査や施設管理者が維持管理状況をインターネット等で公表するこ

とが義務付けられたことから，定期的に，構造基準や維持管理基準の適合状況を確認

し，処理施設の安全性・信頼性等の確保を図ります。 
 （２）公共関与による処理事業の推進  
    最終処分場の残余年数がひっ迫しているため，最終処分量の１０年程度を確保でき

るように整備することを目標とします。 
    民間による最終処分場の確保が困難な状況の中で，広島市出島地区及び福山市箕沖

地区において，公共関与による安全・安心な処分場を計画的に整備します。 
    福山市箕島地区における埋立処分事業は，引き続き，財団法人広島県環境保全公社

の運営により実施するとともに，広島市出島地区については，地域住民の理解を得な

がら，早期に埋立処分が開始できるよう事業を推進します。 
（３）地域住民との合意形成の推進 

    「産業廃棄物処理施設の設置に係る地元調整に関する要綱」に基づき，設置者によ

る地元説明会の開催などを指導し，設置者と地域住民の間の合意形成が円滑に行われ

るよう調整を図ります。 
    また，地域住民の環境保全に関する要望等に応じて，環境保全協定を締結するよう

助言し，処理施設に対する地域住民の理解と信頼の醸成に努めます。 
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 （４）埋立終了した最終処分場，跡地の安全対策の推進 
    埋立が終了する最終処分場について，廃止までの間の適正な管理を確保するため，

法の規定に基づき，埋立終了後に必要となる維持管理費用を積立し，適正な維持管理

の実施を指導します。 
また，廃止した最終処分場の跡地を指定し，当該土地の形質変更などが行われる場

合に，生活環境の保全上の支障が生じないよう，「最終処分場跡地形質変更に係る施行

ガイドライン（平成１７年６月環境省）」に基づいて，適正な跡地管理を推進します。 
 （５）無害化処理施設，エネルギー回収に配慮した施設整備の推進【拡充強化】 

    アスベスト廃棄物及び微量ＰＣＢ廃棄物の適正処理を推進するため，国の認定を受

けて無害化処理施設を整備する業者の取組を支援します。 
    平成２２年の法改正で，廃棄物の焼却時に熱回収を行う者が一定の基準に適合する

ときは都道府県知事(政令市長)の認定を受ける制度が創設されたことから，エネルギ

ーの節減，廃棄物処理における地球温暖化対策を推進するため，熱回収施設の導入の

可能性・意向等を把握し，熱回収施設の認定を受けようとする業者の取組を支援しま

す。 
 
 
 
 
 
１ 不法投棄監視体制の強化 

    車両，船舶及びヘリコプターによる陸域・海上・上空からのパトロールを実施して，

不適正事案の未然防止や早期発見を図り，不法投棄等の不適正事案に対する原因者の究

明や改善指導を徹底します。（図３１廃棄物不法投棄対策等実施体系図参照） 
   また，県庁に常駐する不法投棄対策班が行う機動的な監視活動や情報収集により，事

案への対処能力の向上を図ります。 
 
 ２ 不法投棄情報の収集【拡充強化】 
   県庁に設置する「不法投棄１１０番・ファックス」，業界団体と締結した不法投棄通報

協定等により，県民等から不法投棄など不適正処理に関する情報を幅広く収集し，関係

機関に迅速な情報提供を行い，不法投棄事案等の早期対応，早期解決に努めます。 
  
３ 地区不法投棄等防止連絡協議会の活動強化 

   厚生環境事務所毎に設置した地元市町や警察署などの関係機関で構成する地区不法投

棄等防止連絡協議会により，地域に根ざした監視・啓発活動を推進するとともに，町内

会や各種業界団体との連携を強化して，監視網の拡充を図ります。 
   また，警察本部・海上保安本部等との合同監視パトロールや「全国ごみ不法投棄監視

ウィーク 11」と連動した活動を実施するなど，不法投棄監視活動の強化を図ります。 
 
11 全国ごみ不法投棄監視ウィーク：５月３０日（ごみゼロの日）から６月５日（環境の日）までの期間。美しい日本，持続可 

能な社会をめざして，全国市長会が平成１８年度に全国の市に呼びかけ創設されたもの。 
 

第４節 不法投棄防止対策に関する施策 
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 ４ 市町と県の連携【拡充強化】 

   産業廃棄物の不法投棄，不適正処理の事案は，発生した市町に関係する問題でもある

ことから，市町職員の県職員への併任制度等により，市町が産業廃棄物の立入検査を行

うことを可能にし，事案等の発生時に県と市町が連携して迅速に対応し，早期解決を図

ります。 
 
 ５ 市町の不法投棄防止対策に対する支援【拡充強化】 

   家電リサイクル法の対象４品目については，排出者のリサイクル料金が排出時に負担

することとなっていることなどから，依然として，不法投棄が後を絶たない状況であり，

その処理が市町の大きな負担となっています。 
特に，平成２３年７月にアナログ放送が終了することに伴い，大量のアナログテレビ

が廃棄され不法投棄の増加が懸念されています。こうした不法投棄の未然防止及び早期

是正を図るため，家電リサイクル法に基づく処理体制を住民へ周知徹底するとともに，

引き続き，市町が実施する不法投棄の監視や不法投棄防止に関する啓発など不法投棄防

止対策に関する事業に対する支援を行います。【再掲】 
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図３１ 廃棄物不法投棄等対策実施体系図 
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 計画を推進し，循環型社会を実現していくためには，県民・事業者・関係団体・行政など

の各主体が，それぞれの責任と役割を認識し，相互に連携を図りながら，関係者が一体とな

って取り組む必要があります。 

 

 

 

 １ 推進体制 

  ○ 一般廃棄物対策については，市町との連携が不可欠であることから，「環境行政総合

調整会議」などを通じて，市町との協議・調整を図り，協働して計画を推進します。 
  ○ 産業廃棄物対策については，処理責任を担う排出事業者や産業廃棄物処理業者との

連携・協力が不可欠であることから，業界団体や処理業者の団体である社団法人広島

県産業廃棄物協会と，計画の推進について協議・調整を図ります。 
  ○ 県民，「ひろしま地球環境フォーラム」・「広島県地球温暖化防止活動推進センター１」

など環境保全団体との連携を密にして，計画の推進を図ります。 

  ○ 計画に掲げた施策は，県の各部局の施策とも深く関わっていることから，関係部局

で構成する「広島県地球環境対策推進会議２」における協議・調整を通じて，着実な施

策の推進を図ります。 

 

 ２ 進行管理 

  ○ 廃棄物の減量化等の目標については，排出量等の状況把握と計画の進捗状況の確認

を行いながら施策を適切に実施し，計画の達成を目指します。 

  ○ 一般廃棄物については，毎年，排出及び処理の状況に関する実態調査を行い，産業

廃棄物については，５年ごとに行う排出及び処理の状況に関する実態調査に加え，毎

年実施する補完調査により，それぞれ計画達成の度合いの進行管理を行います。 

  ○ 適正処理などの施策については，常に計画と実態を比較検討し，施策の見直しを図

りながら，進行管理します。 

 

 

 

 

 

１ 広島県地球温暖化防止活動推進センター：地球温暖化防止法の規定に基づき，地域における普及啓発活動等の拠点として知

事が指定するもので，本県では平成１２年４月１日付けで（財）広島県環境保健協会を指定している。 

２ 広島県地球環境対策推進会議：本県における地球環境保全問題に関する対策等を総合的に推進するために設置した環境部長

をトップとする庁内組織のこと。 

第第 ７７ 章章   計計 画画 のの 推推 進進 

第１節 計画の推進体制及び進行管理 
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 １ 県民の役割 

   県民は，日常生活の中で自らごみの排出者であり，ごみ問題の解決には日々の一人ひ

とりの行動が重要であることを認識し，行政の施策に積極的に協力して，次のような取

組の実践に努める必要があります。 

 

 

 

   

 

 

 ２ 排出事業者の役割 

   排出事業者は，その事業活動により生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理し

なければならないことや拡大生産者責任３を有することを十分に認識し，行政の施策に積

極的に協力し，次のような取組を実践する必要があります。 

   

 

 

 

 

 

  

 

 ３ 廃棄物処理業者の役割 

   廃棄物処理業者は，排出事業者から委託を受けた廃棄物を適正に処理する責務があり，

排出事業者責任の原則の一翼を担うものであることを十分に認識し，次のような取組を

実践する必要があります。 

    

 

 

 

 

 

３ 拡大生産者責任：生産者が生産した製品が使用され，廃棄された後においても，当該製品の適正なリサイクルや処分につい

て一定の責任を負うという考え方。具体的には，廃棄物等の循環資源の循環的利用及び適正処分に資するよう，①製品の設

計を工夫すること，②一定の製品について，それが廃棄された後，生産者が引取やリサイクルを実施することなどが上げら

れる。 

 

第２節 各 主 体 の 役 割 

○ ごみをできるだけ少なくするライフスタイルの実践 

○ 再生品やリサイクルしやすい製品の優先的な購入・使用 

○ ごみの分別や回収ルールの遵守などリサイクルシステムへの協力 

○ 地域清掃など環境保全活動や環境学習等への積極的な参加 

○ 廃棄物の発生抑制や環境負荷の低減に配慮した事業活動の実施 

○ 長寿命製品，詰替え型製品，リサイクルしやすい製品等の製造・販売 

○ 製造・販売した製品の回収や再利用の推進 

○ 再生資源の積極的な活用，廃棄物の減量化や再生利用の促進 

○ 廃棄物の適正処理と法令遵守の徹底 

○ 業界等による環境保全活動の推進 

○ 廃棄物の適正処理と法令遵守の徹底 

○ 情報公開の推進による信頼性の確保 

○ 処理施設の安定的確保と適正管理の徹底 

○ 廃棄物の減量化や再生利用の促進 

○ 処理業者団体の組織体制の強化 

具体的な取組

事例について

は，Ｐ４９の第

２６表を参照 
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 ４ 関係団体の役割 

   ＮＰＯ等の関係団体は循環型社会の実現の上で，各主体の連携・協働のつなぎ手とし

ての役割があることを認識し，行政の施策に積極的に協力して，次のような取組を推進

する必要があります。 

   

 

 

 

 

 ５ 市町の役割 

   市町は，区域内の一般廃棄物について，その減量化に向けた住民の自主的な活動の促

進を図るとともに，適正処理に必要な措置を講じる責務があることから，次のような取

組を進めていく必要があります。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 ６ 県の役割 

   県は，廃棄物の発生抑制，適正な循環的利用（再使用，再生利用，熱回収等）及び適

正処理を推進するため，計画的かつ総合的な施策を講じるとともに，県民・排出事業者・

廃棄物処理業者・関係団体及び市町と連携して，次のような取組を進めていきます。 

 

 

 

４ 地域コミュニティ・ビジネス：地域の課題を地域住民が主体的に，ビジネスの手法を用いて解決する取組のこと。 

 

 

○ 住民への情報提供，普及啓発 

○ 住民のごみ減量化等の取組の支援 

○ 一般廃棄物の発生抑制，再使用，再生利用の推進 

○ 一般廃棄物の適正処理の推進 

○ 他市町と連携した処理の推進 

○ 一般廃棄物処理施設の確保・維持管理の推進 

○ 災害廃棄物処理体制の確保 

○ 不法投棄防止対策の実施 

○ 環境学習・環境教育の推進 

○ 環境関連情報の提供の推進 

○ 公共事業における環境配慮（廃棄物の発生抑制等）の推進 

○ グリーン購入の推進 

○ 環境保全活動の推進 

○ 環境教育・環境学習の推進 

○ 地域コミュニティ・ビジネス４の推進 
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○ 廃棄物の発生抑制，再使用，再生利用の促進 

○ 廃棄物の適正処理の推進 

○ 処理施設確保に向けた支援及び公共関与による処理の推進 

○ 市町に対する一般廃棄物の適正処理等に関する技術的支援 
○ 市町における災害廃棄物処理体制整備の技術的支援 

○ 不法投棄防止対策の推進 

○ 環境学習・環境教育の推進 

○ 環境関連情報の提供の推進 

○ 公共事業における環境配慮（廃棄物の発生抑制等）の推進 

○ グリーン購入の推進 
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 １ 一般廃棄物 

 （１）一般廃棄物の処理体制（平成２０年度） 

ご み 処 理 体 制          
市 町 名 

可 燃 ご み そ の 他 
し尿処理体制 

広 島 市 単独処理 単独処理 
単独処理 

（一部は安芸地区衛生施設管理組合） 

呉 市 単独処理 単独処理 単独処理 

竹 原 市 竹原広域行政組合 竹原広域行政組合 竹原広域行政組合 

三 原 市 
単独処理 

（一部は甲世衛生組合） 
三原広域市町村圏事務組合 

単独処理 

（一部は甲世衛生組合） 

尾 道 市 
単独処理 

（一部は甲世衛生組合） 
単独処理 単独処理 

福 山 市 単独処理 単独処理 単独処理 

府 中 市 単独処理 単独処理 
単独処理 

（一部は甲双衛生組合） 

三 次 市 単独処理 単独処理 
単独処理 

（一部は甲双衛生組合） 

庄 原 市 単独処理 単独処理 
単独処理 

（一部は甲双衛生組合） 

大 竹 市 単独処理 単独処理 単独処理 

東 広 島 市 単独処理 単独処理 単独処理 

廿 日 市 市 単独処理 単独処理 単独処理 

安 芸 高 田 市 芸北広域環境施設組合 芸北広域環境施設組合 単独処理 

江 田 島 市 単独処理 単独処理 単独処理 

府 中 町 安芸地区衛生施設管理組合 単独処理 安芸地区衛生施設管理組合 

海 田 町 安芸地区衛生施設管理組合 単独処理 安芸地区衛生施設管理組合 

熊 野 町 安芸地区衛生施設管理組合 単独処理 安芸地区衛生施設管理組合 

坂 町 安芸地区衛生施設管理組合 単独処理 安芸地区衛生施設管理組合 

安 芸 太 田 町 山県郡西部衛生組合 山県郡西部衛生組合 山県郡西部衛生組合 

北 広 島 町 
芸北広域環境施設組合 

（一部は山県郡西部衛生組合） 

芸北広域環境施設組合 

（一部は山県郡西部衛生組合） 

単独処理 

（一部は山県郡西部衛生組合） 

大 崎 上 島 町 竹原広域行政組合 竹原広域行政組合 竹原広域行政組合 

世 羅 町 甲世衛生組合 三原広域市町村圏事務組合 甲世衛生組合 

神 石 高 原 町 単独処理 単独処理 単独処理 
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（２）市町のごみ排出量及び処理量（平成２０年度） 

  ① ごみ排出量 

計画処理区域内人口 収集ごみ 左の内訳 

市町名 計画収集

人口 

自家処理 

人口 
合計 

可燃 

ごみ 

不燃 

ごみ 

資源 

ごみ 
その他

粗大 

ごみ 
計 

直接 

搬入量
合計 

生活系 事業系

１人１日 

当たりの 

排出量 

（g/人･日） 

広島市 1,152,304 0 1,152,304 278,476 22,179 51,116 291 3,785 355,847 20,117 375,964 222,632 153,332 894 

呉 市 247,125 0 247,125 61,725 3,129 8,887 151 1,278 75,170 16,710 91,880 56,185 35,695 1,019 

竹原市 30,091 0 30,091 7,614 1,379 579 6 6 9,584 1,017 10,601 7,641 2,960 965 

三原市 102,801 0 102,801 28,842 1,517 2,466 0 240 33,065 5,073 38,138 21,486 16,652 1,016 

尾道市 150,142 25 150,167 39,103 5,428 9,593 73 268 54,465 3,506 57,971 39,540 18,431 1,058 

福山市 464,100 0 464,100 131,306 5,956 13,219 0 2,453 152,934 5,573 158,507 110,806 47,701 936 

府中市 44,920 0 44,920 7,121 550 2,610 0 0 10,281 1,433 11,714 8,736 2,978 714 

三次市 58,828 0 58,828 11,360 586 3,862 189 475 16,472 1,524 17,996 13,479 4,517 838 

庄原市 41,845 0 41,845 4,605 167 2,605 4 68 7,449 2,878 10,327 7,423 2,904 676 

大竹市 29,567 0 29,567 5,357 274 1,151 2 16 6,800 2,928 9,728 7,776 1,952 901 

東広島市 177,931 0 177,931 48,613 436 8,342 79 1,353 58,823 5,284 64,107 37,507 26,600 987 

廿日市市 117,496 0 117,496 27,576 641 2,496 22 1,248 31,983 3,713 35,696 24,451 11,245 832 

安芸高田市 32,634 0 32,634 5,131 329 39 0 56 5,555 1,611 7,166 4,202 2,964 602 

江田島市 28,467 0 28,467 7,039 643 485 19 717 8,903 1,574 10,477 7,725 2,752 1,008 

市小計 2,678,251 25 2,678,276 663,868 43,214 107,450 836 11,963 827,331 72,941 900,272 569,589 330,683 921 

府中町 51,170 0 51,170 12,072 333 1,399 22 552 14,378 500 14,878 11,205 3,673 797 

海田町 28,012 0 28,012 8,655 139 1,030 7 314 10,145 819 10,964 7,307 3,657 1,072 

熊野町 25,702 0 25,702 5,463 76 906 10 525 6,980 458 7,438 6,449 989 793 

坂 町 13,348 0 13,348 4,256 70 703 6 212 5,247 115 5,362 3,777 1,585 1,101 

安芸太田町 7,974 32 8,006 1,217 0 341 5 15 1,578 335 1,913 842 1,071 657 

北広島町 20,053 532 20,585 3,380 189 149 3 19 3,740 882 4,622 2,464 2,158 631 

大崎上島町 8,942 0 8,942 1,481 211 621 6 97 2,416 545 2,961 2,457 504 907 

世羅町 18,731 0 18,731 2,210 307 365 0 41 2,923 170 3,093 2,061 1,032 452 

神石高原町 11,468 0 11,468 1,000 31 430 3 68 1,532 56 1,588 1,532 56 379 

町小計 185,400 564 185,964 39,734 1,356 5,944 62 1,843 48,939 3,880 52,819 38,094 14,725 781 

県 計 2,863,651 589 2,864,240 703,602 44,570 113,394 898 13,806 876,270 76,821 953,091 607,683 345,408 912 
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焼却処理量 最終処分量 資源化量 

市町名 

ごみ 

処理量 

（①～④）

直接 

焼却量

① 

処理残さ

焼却量
計 

直接 

最終処分量

② 

処理残さ

埋立量

焼却残さ

埋立量
計 

焼却以外の

中間処理量

③ 

直接 

資源化量

④ 

処理後の

資源化量
計 

集団 

回収量

自家 

処理量 

広島市 375,964 286,927 14,589 301,516 26,197 3,887 14,687 44,771 62,840 0 59,994 59,994 0 0 

呉 市 91,880 72,582 4,928 77,510 214 1,722 9,494 11,430 19,084 0 10,780 10,780 6,456 0 

竹原市 10,601 8,091 0 8,091 0 1,138 692 1,830 1,721 789 423 1,212 515 0 

三原市 38,138 32,956 1,419 34,375 0 510 5,369 5,879 5,182 0 2,994 2,994 2,438 0 

尾道市 57,971 40,101 3,705 43,806 2,144 292 5,707 8,143 8,185 7,541 3,527 11,068 69 0 

福山市 158,507 49,665 49 49,714 0 8,053 8,110 16,163 108,646 196 61,407 61,603 11,295 0 

府中市 11,714 0 0 0 965 515 0 1,480 10,749 0 5,799 5,799 0 0 

三次市 17,996 11,883 1,026 12,909 190 385 1,613 2,188 3,552 2,371 2,016 4,387 43 0 

庄原市 10,327 5,996 393 6,389 0 239 0 239 4,331 0 4,477 4,477 0 0 

大竹市 9,728 0 0 0 0 235 0 235 9,728 0 5,813 5,813 1,418 0 

東広島市 64,107 52,183 444 52,627 973 2,993 6,119 10,085 7,591 3,360 3,835 7,195 3,040 0 

廿日市市 35,696 10,347 616 10,963 1,016 18 1,628 2,662 24,333 0 15,258 15,258 1,459 6 

安芸高田市 7,166 6,211 253 6,464 0 55 0 55 944 11 1,540 1,551 621 0 

江田島市 10,477 7,794 697 8,491 1,161 259 899 2,319 1,508 14 533 547 869 0 

市小計 900,272 584,736 28,119 612,855 32,860 20,301 54,318 107,479 268,394 14,282 178,396 192,678 28,223 6 

府中町 14,878 13,124 0 13,124 0 333 494 827 914 840 1,338 2,178 0 0 

海田町 10,964 9,066 0 9,066 0 0 301 301 1,898 0 1,500 1,500 0 0 

熊野町 7,438 6,159 19 6,178 0 68 232 300 1,279 0 1,575 1,575 41 0 

坂 町 5,362 4,310 60 4,370 70 0 139 209 982 0 1,088 1,088 0 0 

安芸太田町 1,913 1,461 7 1,468 0 22 84 103 452 0 422 422 0 8 

北広島町 4,622 3,976 134 4,110 0 37 34 71 644 2 1,018 1,020 0 178 

大崎上島町 2,961 1,995 0 1,995 0 0 263 263 966 0 696 696 0 0 

世羅町 3,093 0 226 226 0 92 0 92 3,093 0 1,666 1,666 0 0 

神石高原町 1,588 0 0 0 56 5 0 61 1,532 0 923 923 0 0 

町小計 52,819 40,091 446 40,537 126 557 1,547 2,230 11,760 842 10,226 11,068 41 186 

県 計 953,091 624,827 28,565 653,392 32,986 20,858 55,865 109,709 280,154 15,124 188,622 203,746 28,264 192 

県外受託分 141 129 0 129 0 0 15 15 12 0 0 0 ― ― 

処理量計 953,232 624,956 28,565 653,521 32,986 20,858 55,880 109,724 280,166 15,124 188,622 203,746 ― ― 

② ごみ処理量 
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 （３）ごみ排出量等の推移（平成１１～２０年度） 
年  度 Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

総 人 口 2,885 2,883 2,880 2,879 2,878 2,877 2,875 2,872 2,869 2,864

計画収集人口 2,870 2,868 2,867 2,871 2,871 2,874 2,873 2,871 2,868 2,863
 

自家処理人口 15 15 13 8 7 3 2 1 1 1

排 出 量 1,079,187 1,134,853 1,192，447 1,123,986 1,108,131 1,095,205 1,066,228 1,049,758 999,473 953,091

収集ごみ量 988,948 1,039,760 1,006,958 1,001,187 1,004,341 979,640 958,096 939,870 912,817 876,270
 

直接搬入量 90,239 95,093 185,489 122,799 103,790 115,565 108,132 109,888 86,656 76,821

自家処理量 13,572 8,912 9,159 7,564 5,580 648 552 117 122 192

広 島 県 1,030 1,081 1,139 1,073 1,057 1,041 1,017 1,001 952 912１人１日 

当 た り     

排 出 量     全国平均 1,107 1,128 1,120 1,112 1,107 1,084 1,067 1,050 1,024 971

 

 （４）ごみ処理量の推移（平成１１～２０年度） 

年  度 Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

ごみ処理量 1,079,188 1,134,790 1,192,722 1,124,015 1,110,434 1,095,440 1,066,483 1,050,001 999,724 953,232

直接焼却量 777,937 801,240 830,394 816,751 828,730 702,615 681,294 673,114 648,262 624,956

焼却以外の 

中間処理量 
180,478 215,386 189,017 199,889 196,495 322,103 314,794 313,484 299,689 280,166

直接再生利用量 ― ― ― ― 15,936 13,250 15,840 16,204 15,448 15,124

 

直接最終処分量 120,773 118,164 173,311 107,375 69,273 57,472 54,555 47,199 36,325 32,986

 
 （５）ごみ再生利用量等の推移（平成１１～２０年度） 

年  度 Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

総資源化量 146,400 163,307 158,844 165,900 161,283 247,453 242,518 249,070 244,952 232,010

再生利用量 119,942 136,237 133,103 140,174 134,338 218,468 213,882 220,529 216,549 203,746
 

集団回収量 26,458 27,070 25,741 25,726 26,945 28,985 28,636 28,541 28,403 28,264

広 島 県 11.1 12.0 11.2 12.5 12.1 19.9 20.1 21.0 21.7 21.4
再生利用率 

全国平均 8.7 9.8 10.4 11.9 12.3 12.8 14.1 14.6 15.2 15.2

 

 （６）ごみ最終処分量の推移（平成１１～２０年度） 

年  度 Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

最終処分量 264,129 279,563 323,485 248,637 203,685 168,555 159,191 134,425 123,253 109,724

うち焼却灰埋立量 110,136 115,020 118,180 109,664 102,034 79,771 74,010 58,723 65,781 55,880

広 島 県 250 266 308 237 193 161 152 128 117 105１人１日 

当たり最 

終処分量 全国平均 235 227 215 194 181 174 157 146 136 119

 
 
 
 

 

 

単位 人口：千人，量：ｔ/年，１人１日当たり排出量：ｇ/人･日 

単位：ｔ/年 

単位 量：ｔ/年，率：％ 

［増加要因］ 

 平成１１年度：平成１１年６月の豪雨災害による災害廃棄物の処分 

 平成１２年度：家電リサイクル法施行（平成１３年４月）を前にした廃家電の駆けこみ排出 

 平成１３年度：平成１３年３月２４日の芸予地震による災害廃棄物の処分 

［減少要因］ 

 平成１６年度：ＲＤＦ（ごみ固形燃料）の製造等による資源化量の増加 

単位 量：ｔ/年，１人１日当たり最終処分量：ｇ/人･日 

（注）平成１５年度から，実態調査の様式変更により，直接再生利用量（直接資源化量）の項目が追加 

（注）再生利用率（％）=（ごみ再生利用量）／（ごみ処理量）×１００ 
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 （７）ごみ処理経費の推移（平成１１～２０年度） 

年  度 Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

ごみ処理経費 293.8 302.0 308.8 307.3 306.3 336.1 334.7 344.7 342.8 339.4

広 島 県 10,200 10,500 10,800 10,700 10,700 11,700 11,600 12,000 11,900 11,800１人 

当たり

の経費 全国平均 11,100 11,500 11,700 11,700 11,600 11,700 11,800 11,700 12,000 11,900

 

 （８）ごみ処理施設の整備状況（平成２０年度末現在） 

  【ごみ焼却施設】 
    

区 分 計 
固定バッチ式 機械化バッチ式 准連続式 全連続式 

施 設 数 ２６ １ ７ ８ １０ 

公称能力 

（トン／日） 
２,９８９ ２６ １６４ ６０４ ２,１９５ 

処理実績 

（トン／日） 
１,７６３ ９ ６３ ３６６ １,３２５ 

  【焼却以外の中間処理施設】 
   

区 分 計 ごみ燃料化 

処理施設 
資源化施設 

粗大ごみ 

処理施設 

施 設 数 ５１ ７ ３０ １４ 

公称能力 

（トン／日） 
１,５８６ ５５０ ６３５ ４０１ 

処理実績 

（トン／日） 
７２７ ３６５ ２５４ １０８ 

  【最終処分場】 
施 設 数 ２９ 

全体容量 ８,９２１ 千ｍ３ 

残余容量 ２,２０７ 千ｍ３ 

平成２０年度埋立実績 １１６ 千ｍ３ 

平成１８～２０年度の平均埋立量 １３６ 千ｍ３  

残余年数（残余容量／平均埋立量） １６ 年 

 

 （９）水洗化人口と非水洗化人口の推移（平成１１～２０年度） 

年  度 Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

総 人 口 2,885 2,883 2,880 2,879 2,878 2,877 2,875 2,872 2,869 2,864

水洗化人口 2,154 2,209 2,250 2,310 2,358 2,391 2,403 2,430 2,456 2,479

公共下水道人口 1,402 1,477 1,523 1,575 1,629 1,661 1,695 1,728 1,762 1,785

浄化槽処理人口 752 732 727 735 729 730 708 702 694 694 

 
うち合併処理

浄化槽人口 
285 291 298 314 333 342 355 358 370 383

非水洗化人口 731 674 630 569 520 486 472 442 413 385

広 島 県 74.7 76.6 78.1 80.2 81.9 83.1 83.6 84.6 85.6 86.6水洗化

率（％） 全国平均 81.9 83.4 84.7 86.0 87.1 88.1 88.9 89.7 90.3 90.7

単位 ごみ処理経費：億円，１人当たりの経費：円/年･人 

単位：千人
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 （10）し尿等の排出量の推移（平成１１～２０年度） 

年  度 Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

し尿収集量 486.0 450.8 425.4 394.6 380.6 356.9 335.2 321.0 299.6 286.8

浄化槽汚泥収集量 414.7 403.0 404.3 407.1 416.2 410.4 412.9 414.2 421.0 429.9

自家処理量 65.7 61.1 60.4 53.0 49.5 46.3 25.3 16.3 14.7 12.9

合  計 966.4 914.9 890.1 854.7 846.3 813.6 773.4 751.5 735.3 729.6

 

 （11）し尿等の処理状況の推移（平成１１～２０年度） 

年  度 Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

し尿処理施設 876.9 833.8 806.7 776.8 757.6 743.1 725.7 715.2 711.7 705.9

下水道投入 24.2 20.4 23.1 25.4 24.7 24.4 22.6 20.5 9.3 10.9

その他（農地還元を含む） 0.4 0.3 0.5 0.2 0.3 0.2 0.2 0 0 0

合  計 901.5 854.5 830.3 802.4 782.6 767.7 748.5 735.7 721.0 716.8

 

 （12）し尿処理施設の整備状況（平成２０年度末現在） 

施 設 数 ３６ 

公称能力 

（kl／日） 
２,７７７ 

 

 （13）浄化槽の設置基数の推移（平成１１～２０年度） 

年  度 Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

単独浄化槽 176,935 157,048 149,902 136,361 133,240 125,164 121,483 120,879 118,390 114,550

合併処理浄化槽 38,117 43,229 48,631 53,722 58,665 62,511 70,840 73,396 76,684 79,008

計 215,052 200,277 198,533 190,083 191,905 187,675 192,323 194,275 195,074 193,558

 

 （14）浄化槽の法定検査の受検状況の推移（平成１１～２０年度） 

年  度 Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

新設時検査

（広 島 県    ） 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 94.3 99.0 99.7 99.8 99.9

新設時検査 

（全国平均） 
72.9 75.4 78.0 84.2 84.4 84.0 84.0 86.7 87.9 89.9

定 期 検 査      

（広 島 県    ） 
8.8 9.0 11.3 13.9 15.8 18.4 19.4 21.2 26.0 35.2

定 期 検 査      

（全国平均） 
13.9 14.4 14.7 15.7 16.5 17.9 20.2 23.8 25.7 27.2

 

 

 

 

 

 

 

単位：千ｋｌ 

単位：千ｋｌ

単位：％ 

単位：基 
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 ２ 産業廃棄物 

 （１）業種別・種類別産業廃棄物排出量（平成２０年度） 

区 分 農 業 漁 業 鉱 業 建設業 製造業
電気・ガス・

水道業 
情報通信業 運輸業 卸・小売業 医療・福祉 

教育・学習

支援業 
サービス業 合 計

燃え殻     23,631 23,851  7 83 47,572

汚 泥  262 67,263 152,375 1,460,699 1,959,214 20 275 1,625 99 24 13,751 3,655,607

廃 油   45 4,228 75,552 112 697 7,502 37 87 804 89,064

廃 酸    33 57,109 56 20 183 35 53 57,489

廃アルカリ    11 23,239 7 43 192 78 19 34 23,623

廃プラスチック類 563 2 81 23,139 116,341 168 234 2,330 3,018 2,990 159 1,626 150,651

紙くず    10,880 25,563 9   36,452

木くず    155,743 198,629 2,489 1  3 356,865

繊維くず    1,019 1,728   2,747

動植物性残さ     63,915   63,915

動物系固形不要物     810   810

ゴムくず     2,043 1  15 2,059

金属くず  3 142 26,313 259,898 572 383 1,254 4,713 144 422 1,959 295,803

ガラス・コンクリ

ート・陶磁器くず 
   44,636 56,543 143 25 34 326 187 13 175 102,082

鉱さい    347 5,960,598   31 5,960,976

がれき類    1,295,711 28,707 372 3,665 130 197  21 195 1,328,998

ばいじん     326,291 396,562   722,853

動物のふん尿 986,080      986,080

動物の死体 1,360      1,360

感染性廃棄物     163 2 5,552 9 5,726

混合物等    61,608 2,694 46 22 404 1,508 682 74 482 67,520

合 計 988,003 267 67,531 1,776,043 8,684,153 2,381,040 4,365 7,713 19,104 9,974 854 19,205 13,958,252

 

 （２）産業廃棄物処理施設の設置状況 

  【中間処理施設】 

処理施設数 処理能力            設 置 主 体      

 

施設の種類 
排出 

事業者

処理 

業者 
公共 計 

排出 

事業者 

処理 

業者 
公共 計 

ア 汚泥の脱水施設 26 32 4 62 2,792 3,289 574 6,655

イ 汚泥の乾燥施設（機械） 2 2 0 4 134 142 0 276

ウ 汚泥の乾燥施設（天日） 0 2 0 2 0 306 0 306

エ 廃油の油水分離施設 1 7 0 8 75 1,961 0 2,036

オ 廃プラスチック類の破砕施設 0 42 0 42 0 3,219 0 3,219

カ 木くず又はがれき類の破砕施設 2 259 0 261 776 213,431 0 214,207

キ シアンの分解施設 1 0 0 1 4 0 0 4

ク 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄

物の溶融施設 
0 1 0 1 0 30 0 30

ケ ＰＣＢ廃棄物の分解施設 1 0 0 1 25 0 0 25

コ ＰＣＢ廃棄物の分離施設 1 0 0 1 31 0 0 31

サ 汚泥の焼却施設 4 23 1 28 53 1,186 5 1,244

シ 廃油の焼却施設 5 23 0 28 106 944 0 1,050

ス 廃プラスチック類の焼却施設 3 35 0 38 51 860 0 911

セ その他の焼却施設 8 46 2 56 368 1,529 12 1,909

計 54 472 7 533 4,415 226,897 591 231,903

 

 

 

 

 

単位：ｔ/年

（注）１ 表中の施設は，廃棄物処理法第１５条の許可対象施設 

   ２ 処理能力の単位は，ア，イ，ウ，エ，キ，ケ，コ，サ及びシの施設はｍ３／日，オ，カ，ク，ス及びセの施設はｔ／日 

平成２０年度末現在
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  【最終処分場】（再掲） 

施  設  数 残余容量（万ｍ３） 
区分 

排 出

事業者

処 理

業 者 
公 共 計 

排 出

事業者

処 理

業 者
公 共 計 

残余年数

安定型 

処分場 
5 67 1 73 3 365 12 380 6.5 

管理型 

処分場 
7 23 2 32 5 204 37 245 8.1 

計 12 90 3 105 8 569 49 625 7.0 

 

 

 

 

 

 （３）産業廃棄物処理業の状況 

  【業態別産業廃棄物処理業の許可状況】 

管       轄 
区分 業  種 

県 広島市 呉市 福山市 計 

収集運搬 3,143 1,740 851 1,339 7,073

中間処理 230 106 27 45 408

最終処分 11 9 3 7 30

中間処理・最終処分 18 0 0 5 23

産業廃棄物 

小  計 3,402 1,855 881 1,396 7,534

収集運搬 460 263 140 255 1,118

中間処理 18 11 1 4 34

最終処分 2 0 0 0 2

中間処理・最終処分 0 0 0 0 0

特別管理 

産業廃棄物 

小  計 480 274 141 259 1,154

合   計 3,882 2,129 1,022 1,655 8,688

 

 

（４）県内における多量排出事業者の減量化計画の提出事業者数 

  【広島県全体】 

業種 

年度 
合 計 建 設 業 製 造 業 電気事業 水 道 業 ガ ス 業 そ の 他 

Ｈ１５ １５３ ５９ ５２ ２ ２７ ０ １３

Ｈ１６ ２２４ ９８ ７８ ２ ３０ ０ １６

Ｈ１７ ２７５ １１８ １０１ ３ ３５ ０ １８

Ｈ１８ ２９５ １２８ １０３ ４ ３８ ０ ２２

Ｈ１９ ３３０ １６１ １０３ ４ ３９ ０ ２３

Ｈ２０ ３２２ １６５ １０７ ３ ２５ ０ ２２

Ｈ２１ ３８０ ２１１ １１６ ４ ２３ ０ ２６

Ｈ２２ ３８０ ２０９ １１８ ４ ２２ ０ ２７

（注）合計欄の業者数は，一の業者が，県，広島市，呉市及び福山市と重複して許可を得ている場合があり，県全体の

許可業者数と実際の処理業者数は一致しない。 

平成２０年度末現在

平成２２年１０月現在 

（注）１ 表中の施設は，廃棄物処理法第１５条の許可対象施設。 
   ２ 残余年数は，平成１９年度の埋立量の実績（安定型５８万ｍ３，管理型３０万ｍ３）から試算したもの。 
   ３ 安定型処分場：地下水を汚染しない廃プラスチック類，ゴムくず，金属くず，ガラスくず，コンクリートく

ず，陶磁器くず及びがれき類のみを埋め立てる産業廃棄物最終処分場のこと。 
   ４ 管理型処分場：浸出液による公共の水域及び地下水の汚染を防止するため，遮水工，集排水設備，浸出液処

理設備等が設けられ，燃え殻，汚泥，木くず，鉱さい及びばいじんなどを埋め立てる産業廃棄物最終処分場

のこと。 
   ５ 端数処理のため，合計値があわない場合がある。 

平成１９年度末現在
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 （５）公共関与による埋立処分事業の状況 

事 業 名 箕島地区廃棄物等埋立処分事業 

事業実施場所 福山市箕沖町 

事業実施主体 （ 財 ） 広 島 県 環 境 保 全 公 社 

事業期間 昭和 63 年 10 月 11 日～ 

面 積 ３５.６ｈａ 
規

模 
容 量 １９３.７万㎥ 

受入実績 １５８．８万㎥ 

残余容量 

（平成２１年度末現在）
３４.９万㎥ 

埋立廃棄物 
産業廃棄物（燃え殻，汚泥，鉱さい，ばいじん，ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず，

がれき類），一般廃棄物（焼却灰など） 

 

 

 （６）産業廃棄物の広域移動の状況 

年 度 県外からの搬入量 県外への搬出量 
Ｈ２０年度における 

主な搬入元・搬出先 

Ｈ１６ 
６０．９ 

（うち埋立３０．８） 

７３．１ 

（うち埋立３．４）

Ｈ１７ 
６５．７ 

（うち埋立４０．６） 

７３．７ 

（うち埋立８．５）

Ｈ１８ 
９０．９ 

（うち埋立３２．４） 

７３．９ 

（うち埋立０．７）

Ｈ１９ 
６１．４ 

（うち埋立２７．４） 

７０.７ 

（うち埋立７．９）

Ｈ２０ 
６１．１ 

（うち埋立２７．８） 

８１．５ 

（うち埋立７．９）

（搬入元） 

○４３都府県 

○ 岡山県，東京都，山口県，島根県，愛媛県，

及び神奈川県で６０％を占める。 

 

（搬出先） 

○３４道府県 

○ 福岡県，山口県，大分県，高知県及び岡山県

で９２％を占める。 

 

 （７）有害廃棄物対策の現状 

  【ＰＣＢ廃棄物保管等届出状況】 

種   類 （単位） 保  管  中 使  用  中 

高 圧 ト ラ ン ス   （ 台 ） ８６７ ６１６

高 圧 コ ン デ ン サ （ 台 ） ９,７１０ ９４４

低 圧 ト ラ ン ス   （ 台 ） ２,０５４ １９

低 圧 コ ン デ ン サ （ 台 ） １９,２８０ ２３１

柱 上 ト ラ ン ス   （ 台 ） ３６７,３３２ １８６,００１

安 定 器         （ 台 ） １５８,４４４ ７,５２３

Ｐ Ｃ Ｂ         （ ㎏ ） ３,６５７ ―

Ｐ Ｃ Ｂ を 含 む 油 （ ㎏ ） ２６８,７７０ ―

感圧複写紙（ノーカーボン紙） （ ㎏ ） ２６,１６４ ―

ウ エ ス         （ ㎏ ） ２３,７１１ ―

そ の 他 機 器     （ 台 ） １７４,８３７ １９１

届 出 事 業 者 数 １,５９１ ―

 

（注）１ （財）広島県環境保全公社が県から施設を借り受けて埋立処分事業を実施している。 

   ２ 一般廃棄物最終処分場の確保が困難な市町の焼却灰なども，一時的に受け入れている。 

単位：万ｔ 

平成２０年度末現在 

（注）容量で報告されたものは重量に換算 

平成２１年度末現在
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  【アスベスト廃棄物処理施設周辺等のアスベスト濃度測定】 

年 度 測定施設数 区  分 濃度範囲（本／ｌ） 

処理施設周辺 0.028～0.34 
Ｈ１９ １２ 

事業場敷地境界 0.028～0.096 

処理施設周辺 0.020～0.13 
Ｈ２０ ９ 

事業場敷地境界 0.020～0.16 

処理施設周辺 0.091～0.48 
Ｈ２１ １０ 

事業場敷地境界 0.089～0.60 

 

  【ダイオキシン類行政検査結果】 

  ○産業廃棄物焼却施設 

年 度 検査施設数 基準超過施設数

Ｈ１９ ２１ ２ 

Ｈ２０ ２１ ３ 

Ｈ２１ １６ １ 

 

  ○産業廃棄物管理型最終処分場 

年 度 検査施設数 基準超過施設数

Ｈ１９ ５ ０ 

Ｈ２０ ８ ０ 

Ｈ２１ ５ ０ 

 

 

 ３ 廃棄物部門における地球温暖化対策の状況（広島県地球温暖化防止地域計画からの抜粋） 

 （１）温室効果ガスの現状と削減目標 

区 分 
Ｈ１９ 

（基準年度） 
削減目標 

廃棄物部門 ５０ 
排出量をＨ１９年度比 

１０％削減 

 

（２）再生可能エネルギー対策の現状等 

施策 指標項目（内容） 単位 
現状 

（Ｈ２０） 

目標値 

（Ｈ３２） 

廃棄物発電導入量 
ＫＬ 

（原油換算） 
２２，４５１  ６１，３００

再
生
可
能
エ
ネ

ル
ギ
ー
対
策 

廃棄物熱利用導入

量 

ＫＬ 

（原油換算） 
２８，５５１ １１０，３００

 

 

 

 

（単位：万ｔ－ＣＯ２）
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   ○基本原則，○国，地方公共団体，事業者，国民の責務，○国の施策 
 
                    ：国の他の計画の基本 

 ４ 循環型社会形成 

 （１）循環型社会の実現のため法体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 施行 Ｈ13.4 

改正 Ｈ15.7

 
 
 
         自然循環 
     循環 
         社会の物質循環

環 境 基 本 法 

環境基本計画 

循環型社会形成推進基本法〔基本的枠組み法〕 

循環型社会形成推進基本計画 

社会の物質循環の確保
天然資源の消費の抑制 
環境負荷の低減 

廃棄物の適正処理 リサイクルの推進 

廃 棄 物 処 理 法 

○廃棄物の適正処理 

○廃棄物処理施設の設置規制 

○廃棄物処理業者に対する規制 

○廃棄物処理基準の設定 

○不適正処理対策 

○公共関与による施設整備等 

資源有効利用促進法 
○副産物の発生抑制・リサイクル 

○再生資源・再生部品の利用 

○リデュース，リユース，リサイクル 

 に配慮した設計・製造 

○分別回収のための表示 

○使用済製品の自主回収・再資源化 

○副産物の有効利用の促進 

〔一般的な仕組みの確立〕 

〔個別物品の特性に応じた規制〕

容器包装 
リサイクル法 

 
○消費者による分別排出 
○容器包装の市町村によ 
 る分別収集 
○容器包装の製造・利用 
 業者による再商品化 
 

家電 
リサイクル法 

 
○消費者による回収・リ 
 サイクル費用の負担 
○廃家電を小売店が消費 
 者より引取り 
○製造業者等による再商 
 品化 
 

食品
リサイクル法 

 
○食品の製造・加工・販売

業者が食品廃棄物の再

資源化 
 

建設
リサイクル法 

 
○工事の受注者が 
・建築物の分別解体 
・建設廃材等の再資源化 

 

自動車
リサイクル法 

 
○自動車所有者によるリ 
 サイクル料金の負担 
○自動車製造業者等によ 
 るフロン類，エアバッ 
 ク類，シュレッダーダ 
 ストの引取り・再資源 
 化等 
○関連事業者による使用 
 済自動車等の引取り・ 
 引渡し 

施行 Ｈ12.4 

改正 Ｈ18.6 

施行 Ｈ13.4 

 

施行 Ｈ13.5 

改正 Ｈ19.6 

施行 Ｈ14.5 

 

施行 Ｈ17.1 

 

グリーン購入法（国等が率先して再商品などの調達を推進）

Ｈ13.1 施行 

Ｈ22.5 改正 Ｈ14.2 改正 

〔需要面からの支援〕 



 79

 （２）国の基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための

基本的な方針（平成１３年５月環境省告示第３４号） ― 抜 粋 ― 
 

改正 平成２２年１２月２０日環境省告示第１３０号 
 
○ 方針における減量化目標量 
  廃棄物の減量化の目標量については，第二次循環型社会形成推進基本計画に掲げられた

目標等を踏まえ，当面，平成２７年度を目標年度として進めていくものとする。 
  なお，この目標量については，その達成状況や社会経済情勢の変化等を踏まえて，適宜

見直しを実施するものとする。 
 
○ 一般廃棄物の減量化の目標量 
  一般廃棄物については，現状（平成１９年度）に対し，平成２７年度において，排出量

を約５パーセント削減し，再生利用量を約２０パーセントから約２５パーセントに増加さ

せるとともに，最終処分量を約２２パーセント削減する。 
                           （単位：１００万トン／年） 

区  分 平成１９年度 平成２７年度 

排 出 量     ５１     ４８ 

再生利用量    １０.３（20％）   １２．３（25％） 

中間処理による減量     ３４（67％）     ３１（65％） 

最終処分量    ６．４（13％）     ５．０（10％） 

 ※平成２７年度については，国の目標量から算出した数値 
 
○ 産業廃棄物の減量化の目標量 
  産業廃棄物については，現状（平成１９年度）に対し，平成２７年度において，排出量

の増加を約１パーセントに抑制し，再生利用量を約５２パーセントから約５３パーセント 
 に増加させるとともに，最終処分量を約１２％削減する。 
                           （単位：１００万トン／年） 

区  分 平成１９年度 平成２７年度 

排 出 量    ４１９    ４２３ 

再生利用量    ２１９（52％）    ２２３（53％） 

中間処理による減量    １８０（43％）    １８２（43％） 

最終処分量     ２０（5％）     １８（4％） 

※平成２７年度については，国の目標量から算出した数値 
 

（注１）小数点以下の数字を四捨五入しているため，合計が合わない場合がある。 
（注２）括弧内は，各年度の排出量を１００としたときの割合である。 
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 ５ 第３次広島県廃棄物処理計画の策定の経緯 

 （１）広島県環境審議会における審議状況等 

 

            

開  催  日 審   議   内   容 

平成 22 年 7 月  5 日（月） ○ 知事が環境審議会会長に諮問 

平成 22 年 7 月 5 日（月） ○ 環境審議会から生活環境部会へ付議 

第１回 生活環境部会 

平成 22 年 7 月 21 日（水） 

○ 第３次広島県廃棄物処理計画の策定について 

○ 第２次広島県廃棄物処理計画の概要について 

○ 第２次広島県廃棄物処理計画の減量化目標の検証について 

○ 第２次広島県廃棄物処理計画に係る施策の実績・効果等に 

ついて 

○ 広島県の廃棄物処理の諸課題について 

第２回 生活環境部会 

平成 22 年 9 月 16 日（木） 

○ 第３次広島県廃棄物処理計画の計画目標案について 

○ 廃棄物処理に係る課題及び施策について 

第３回 生活環境部会 

平成 22 年 11 月 30 日（火） 
○ 第３次広島県廃棄物処理計画原案について 

平成 23 年 1 月 20 日（木） ○ パブリックコメントの実施（平成 23 年 2 月 9日まで） 

平成 23 年 2 月 17 日（木） ○ 市町への意見聴取（法定要件） 

第４回 生活環境部会 

平成 23 月 3 月 10 日（木） 

○ 第３次広島県廃棄物処理計画の策定経緯について 

○ 第３次広島県廃棄物処理計画原案に係る意見等について 

○ 第３次広島県廃棄物処理計画案について 

平成 23 月 3 月 11 日（金） ○ 環境審議会会長から知事へ答申 
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 （２）広島県環境審議会委員一覧（★印は生活環境部会委員） 

                               （平成２３年３月末現在） 

区 分 氏  名 職     業     等 
会 長  岡 田 光 正 放送大学教授 

会長代理  中 西   稔 広島大学名誉教授 

会長代理 ★今 岡   務 広島工業大学環境学部教授 

委 員  児 玉 信 子 広島県女性薬剤師会副会長 

〃 ★佐々木   緑 広島修道大学人間環境学部准教授 

〃  鈴 木 盛 久 比治山大学現代文化学部教授 

〃  林   武 広 広島大学大学院教育学研究科教授 
（広島大学附属東雲小学校・附属東雲中学校 校長） 

〃  福 本 幸 夫 帝京科学大学生命環境学部教授 
〃 ★西 嶋   渉 広島大学環境安全センター教授 
〃 ★杉 原 数 美 広島国際大学薬学部准教授 
〃 村 田 和賀代 県立広島大学生命環境学部准教授 
〃  浅 野 ジュン 中国・地域づくり交流会事務局長 
〃 ★谷 村 武 士 広島県商工会議所連合会幹事長 
〃  川ノ上 千 恵 ＪＡ広島県女性組織協議会会長 

〃 ★山 本 勇 二 広島県漁業協同組合連合会代表理事会長 
〃  京 才   昭 広島県山岳連盟会長 
〃  間 所   了 広島県猟友会顧問 
〃 ★宮 本 博 子 広島県女性医師の会 
〃 ★小 林 真 幸 ひろしま地球環境フォーラム理事 
〃 ★橋 野 俊 子 広島県生活協同組合連合会理事 
〃 ★中 原 律 子 社団法人広島消費者協会会長 
〃 ★百 田 正 則 日本労働組合総連合会広島県連合会副事務局長 
〃  森 川 誠 道 広島森林管理署長 
〃  山 形 浩 史 中国経済産業局資源エネルギー環境部長 
〃 ★秋 山 良 壮 中国地方整備局企画部環境調整官 
〃  杉 西 加代子 広島県議会議員 
〃  吉 井 清 介 広島県議会議員 
〃  下 森 宏 昭 広島県議会議員 
〃  梶 川 幸 子 広島県議会議員 
〃  栗 原 俊 二 広島県議会議員 
〃  五 藤 康 之 広島県市長会・三原市長 
〃 ★吉 田 隆 行 広島県町村会・坂町長 

                                     （敬称略） 
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平成２２年７月５日 

 
 
 広 島 県 環 境 審 議 会 会 長              様 
 
 
                広   島   県   知   事 
                 〒730-8511 広島市中区基町 10-52 

                    循 環 型 社 会 課  
 
 

第３次広島県廃棄物処理計画の策定について（諮問） 
 
 
 このことについて，貴審議会の意見を求めます。 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

諮問文書 
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平成２２年７月５日 

 
 
 広 島 県 環 境 審 議 会            
   生 活 環 境 部 会 長           様 
 
 
                            広島県環境審議会会長 
 
 

広島県環境審議会への諮問事項の付議について（依頼） 
 
 
 このことについて，別紙のとおり広島県知事から当審議会に諮問がありました。 
 ついては，広島県環境審議会運営要綱第３条の規定により，貴部会に次の案件に 
ついて付議します。 
 
 案 件 
   
第３次広島県廃棄物処理計画について 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

付議文書 
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平成２３年３月１１日 

 
 
 広島県知事 
  湯 﨑 英 彦 様 
 
 
                          広島県環境審議会 
                           会長 岡 田 光 正 
 
 

第３次広島県廃棄物処理計画の策定について（答申） 
 
 
 平成２２年７月５日付けで諮問のこのことについて，別紙のとおりとすることを 
適当と認めます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

答申文書 
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 ６ 用語集 
 
 あ行 

■ ＲＤＦ（Refuse Derived Fuel：ごみ固形燃料） 

  ごみに含まれる厨芥・紙などを乾燥・粉砕して石灰などを混ぜ，クレヨン状に成型

加工した固形燃料のこと。 
 ■ ＩＳＯ１４００１ 

国際標準化機構（International Organization for Standardization）が発行し

た，環境マネジメントシステムの国際規格のこと。「国際標準化機構」とは，スイスに

本部を置く国際的な非政府間機構で，全世界の標準となる工業規格や，品質管理規格

（ＩＳＯ９０００シリーズ）などを発行している。 
 ■ アスベスト 

   天然に産する繊維状けい酸塩鉱物で石綿（「せきめん」又は「いしわた」）と呼ばれ

ている。石綿自体が直ちに問題なのではなく，人が吸い込むことにより肺線維症（じ

ん肺），悪性中皮腫の原因になるといわれ，肺がんを起こす可能性がある。建築物に吹

き付けられたもの及びアスベストを含む保湿材の除去作業によって発生した飛散する

おそれのある飛散性アスベスト（廃石綿）とアスベストがセメント，けい酸カルシウ

ムと一体的に成形され建築資材として含有されている非飛散性アスベスト（石綿含有

廃棄物）がある。 

■ 一般廃棄物会計基準 

一般廃棄物の処理に関する事業に係るコスト分析方法について，コスト分析の対象

となる費目の定義や共通経費等の配賦方法，減価償却方法など標準的な分析方法を示

したもの。 

■ 一般廃棄物処理有料化の手引き 

市町が一般廃棄物処理の有料化の導入又は見直しを実施する際の手引きとして，有料

化の仕組み作りや円滑な導入のための手法などを示したもの。 

 ■ 海ごみ 

   海底ごみ（海底に沈んでいるもの），漂流ごみ（海中を浮遊しているもの），漂着ご

み（海岸に打ち上げられたもの）の総称。 

 ■ エコアクション２１ 

   中小企業等においても容易に環境配慮の取組を進めることができるよう，平成１６

年４月に環境省が制度化した環境マネジメントシステム，環境パフォーマンス評価及

び環境報告をひとつに統合した環境配慮のツール。 

■ 汚泥 

  工場排水や下水などの処理後に残る又は各種製造業の製造工程において生じる泥状

の廃棄物のこと。 
 
 か行 

 ■ 拡大生産者責任 

  生産者が生産した製品が使用され，廃棄された後においても，当該製品の適正なリ

サイクルや処分について一定の責任を負うという考え方。具体的には，廃棄物等の循

環資源の循環的利用及び適正処分に資するよう，①製品の設計を工夫すること，②一

定の製品について，それが廃棄された後，生産者が引取やリサイクルを実施すること

などが上げられる。 
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■ 環境行政総合調整会議 

  県，市町などで構成し，市町の環境行政の諸課題に係る検討及び技術的調整等を行

う会議。 

■ 環境経営 

  従来の規制対応を中心とした環境保全だけでなく，環境への配慮を企業経営に統合

すること。 
 ■ 環境月間 

昭和 48 年から，毎年６月５日からの１週間を「環境週間」としていたが，平成３年

からは，６月を「環境月間」とし，環境省ほか関係省庁，地方公共団体，民間団体な

どによって各種の普及啓発事業が行われている。 
 ■ 環境保全アドバイザー 

  地域で行われる環境学習や環境保全活動について，助言・指導を行う人材。県が実

施又は認定する養成講座を修了した者や地球温暖化防止活動推進員のうち，登録を希

望する者をアドバイザーとして登録し，地域での活用を促している。（※県の独自制度

で平成６年度から実施） 
 ■ 環境マネジメントシステム 

  事業者が自主的に環境保全に関する取組を進めるに当たり，環境に関する方針や目

標等を自ら認定し，これらの達成に向けて取り組んでいくことを「環境管理」又は「環

境マネジメント」といい，このための工場や事業場内の体制・手続き等を「環境マネ

ジメントシステム」という。 
■ 感染性廃棄物 

  感染性病原体を含むか，そのおそれのある廃棄物のこと。医療機関や研究機関から

排出されることが多く廃棄物処理法上では，特別管理廃棄物とされている。また，在

宅医療が普及し，家庭で注射や点滴など医療機関と同様の措置が行われる事例が多く

なっているため，家庭や地域から排出される感染性廃棄物の処理が問題となっている。 

■ 広域認定制度 

   製品が廃棄物となったもので，当該廃棄物の処理を当該製品の製造，加工，販売等

の事業を行う者（製造事業者等）が広域的に行うことにより，当該廃棄物の減量，適

正処理が確保されることを目的として，廃棄物処理法に基づく廃棄物処理業の許可を

不要とする特例制度のこと。 
 ■ 公共下水道 

  主として市街地における下水を集中排除し又は処理するために，地方公共団体が管

理する下水道で，処理場を有するもの又は流域下水道に接続するものがある。 
 ■ 鉱さい 
   鉱石から金属を精錬する際などに，溶融した金属上に浮かび上がる副産物等をいう。

具体的には，高炉，平炉，転炉，電気炉からの残さ（スラグ），キューポラ溶鉱炉のノ

ロ，鋳物廃砂，サンドブラスト廃砂などがある。 

■ コベネフィット型技術 

環境対策（廃棄物対策）と地球温暖化対策を同時に進めることができる技術のこと。 

 
 さ行 

 ■ 再生骨材・再生路盤材 

 がれき類や鉱さいなどから再生される粗骨材（砂利），細骨材（砂），道路舗装用材の

こと。 
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■ ３Ｒ 

  リデュース（Reduce：発生抑制），リユース（Reuse 再使用），リサイクル（Recycle： 

再生利用）をいう。リフューズ（Refuse：過剰包装等の拒否），リペアー（Repair： 

修理）を含めて５Ｒとすることもある。 

 ■ 残余容量 

  最終処分場で廃棄物を埋立処分できる全体の容量のうち，既に埋め立てられた容量

を除いた，埋立可能な容量のこと。 

■ 指定袋制度 

   市町が，ごみの排出抑制，分別徹底などを目的として，手数料を上乗せせずに販売

される一定の規格を有するごみ袋の使用を排出者に依頼するごみ収集手法のひとつ。 

 ■ 市町村における循環型社会づくりに向けた一般廃棄物処理システムの指針 

   市町が廃棄物の減量その他その適正な処理を確保するための取組を円滑に実施でき

るよう，一般廃棄物の標準的な分別収集区分及び適正な循環的利用や適正処分の考え

方等を示したもの。 
■ （大量生産，大量消費，大量廃棄型の）社会経済システム 

  ここでは，（大量生産，大量消費，大量廃棄型の）社会的・経済的活動や生活様式の

ことをいう。 

■ 集団回収 

  家庭から出る新聞・雑誌・段ボールアルミ缶などの資源ごみを子ども会・自治会・

児童会・保護者会などの地域住民団体がその地域内の資源を回収し，資源回収業者に

引き渡す方法。市町では，補助金などを交付している場合を除き実態把握されていな

い。 
 ■ 循環型社会 

 大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会に代わるものとして提示された概念で，「天

然資源の消費が抑制され，環境への負荷ができる限り低減された社会」のこと。 

 ■ 循環型社会形成推進交付金 

   廃棄物処理施設整備費補助金の廃止に伴い，創設された国の交付金制度で，市町（一

部事務組合を含む。）が広域的な地域について作成する「循環型社会形成推進地域計画」

（概ね５か年）に基づき実施される事業の費用について交付される。 
 ■ 浄化槽 

水洗トイレ汚水（し尿）と，台所や風呂，洗濯などの生活雑排水を微生物の働きに

より浄化処理する装置のこと。 

 ■ 水洗化人口 

   公共下水道に接続してし尿等を処理している公共下水道人口と浄化槽（合併処理浄 

化槽，単独処理浄化槽，農業集落排水処理施設等）を利用してし尿等を処理している 

浄化槽人口を合わせたもの。 

 ■ 全国ごみ不法投棄監視ウィーク 

  ５月３０日（ごみゼロの日）から６月５日（環境の日）までの期間。美しい日本，

持続可能な社会をめざして，全国市長会が平成１８年度に全国の市に呼びかけ創設さ

れたもの。 
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 た行 

 ■ ダイオキシン類 

   一般に，ポリ塩化ジベンゾパラジオキシン（ＰＣＤＤ）とポリ塩化ジベンゾフラン

（ＰＣＤＦ）をまとめてダイオキシン類と呼び，コプラナポリ塩化ビフェニル（コプ

ラナＰＣＢ）のようにダイオキシン類と同様の毒性を示す物質をダイオキシン類似化

合物と呼んでいる。物の燃焼に伴い発生するが，概ね 800℃以上の高温で安定的に燃焼

することにより発生を抑制することができるとされている。 

 ■ ダイオキシン類ばく露防止対策 

   廃棄物焼却施設における焼却炉等の運転，点検等作業及び解体作業に従事する労働

者のダイオキシン類へのばく露を未然に防止することが重要であることから，厚生労

働省では，平成１３年４月に労働安全衛生規則の一部を改正し，廃棄物の焼却施設に

おけるダイオキシン類へのばく露防止措置を規定した。 

 ■ 多量排出事業者 

   廃棄物処理法又は広島県生活環境の保全等に関する条例に基づくもので，その事業

活動に伴い多量の産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している

事業者であって，前年度の産業廃棄物の発生量が 1,000 トン以上（特別管理産業廃棄

物は 50 トン以上），条例は 500 トン以上ある事業場を設置している事業者のこと。 

 ■ 地域コミュニティ・ビジネス 

   地域の課題を地域住民が主体的に，ビジネスの手法を用いて解決する取組のこと。 
■ 低炭素社会 

二酸化炭素等温室効果ガスの排出を自然が吸収できる量以内にとどめる社会のこ 
と。 

 
 な行 
 ■ 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金  

   市町等地方公共団体（一般事務組合を含む。）が行う石油代替エネルギー及び省エネ

ルギーに係る地球温暖化対策事業に対する国の補助制度。 

 

 は行 

 ■ 廃棄物系バイオマス 

   バイオマス（biomass）は，バイオ（bio＝生物，生物資源）とマス（mass＝量）か

らなる言葉で，再生可能な生物由来の有機性資源で化石資源を除いたもの。廃棄物系

バイオマスとは，廃棄される紙，家畜排せつ物，食品廃棄物，建設発生木材等をいう。 

 ■ ばいじん 

   大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設及びダイオキシン類対策特別措置法に規

定する特定施設又は焼却施設において発生し，集塵装置で捕集された粒子状の廃棄物

のこと。 
 ■ 灰溶融 

  焼却灰やばいじんを，融点（1,300～1,500 度）以上の高温で処理し，岩石状の固化

物にすること。灰溶融によって得られた固化物（灰溶融固化物）は，元の容積の１／

２～１／３に減容できること，重金属の溶出のおそれがないこと，土木・建設材料と

しての再生利用が期待できるなどの利点がある。 
■ ＰＣＢ（Polychlorinated Biphenyl） 

  環境中で難分解性であり，生物に蓄積しやすく慢性毒性をもつ化学物質。油状の物

質で電気機器の絶縁油などに使われた。 
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■ ＰＣＢ廃棄物処理基金 

  国，都道府県からの補助金と産業界等民間からの出えん金で造成される基金で，日

本環境安全事業株式会社（旧環境事業団）のＰＣＢ廃棄物処理事業及び環境大臣が指

定した処理事業者に対し，中小企業者等が保管するＰＣＢ廃棄物の処理費用の軽減及

びＰＣＢ廃棄物処理の研究・研修等の促進を目的として助成を行っている。 
■ 微量ＰＣＢ廃棄物 

  ＰＣＢ廃棄物のうち，電気機器等に使用された絶縁油であって，微量のＰＣＢによ

って汚染されたもの又は当該絶縁油が塗布され，染込み，付着し，若しくは封入され

たものが廃棄物となったもの。 
■ 広島県汚水適正処理構想 

   し尿の水洗化及び生活排水の処理を推進するため，平成８年３月に策定した下水道，

浄化槽等の処理方法の県の最適化計画のこと。 

■ 広島県地球温暖化防止活動推進センター 

   地球温暖化防止法の規定に基づき，地域における普及啓発活動等の拠点として知事

が指定するもので，本県では平成１２年４月１日付けで（財）広島県環境保健協会を

指定している。 
■ 広島県地球環境対策推進会議 

  本県における地球環境保全問題に関する対策等を総合的に推進するために設置した

環境部長をトップとする庁内組織のこと。 
 ■ ひろしま地球環境フォーラム 

地球環境保全型社会を目指し，県民・事業者・団体・行政が相互に連携・協働しな

がら，環境にやさしい地域づくりを進める環境保全推進組織。 
 ■ びんごエコタウン構想 

   平成１２年３月に備後地域２２市町村を対象地域として，モデル的に循環型社会シ

ステムを形成するためのマスタープランとして策定された。同年１２月に当時の通商

産業省と厚生省から中国地域では初めてエコタウンプランとして承認された。 
 
 ま行 

 ■ マニフェスト，電子マニフェスト 

マニフェストとは，産業廃棄物の排出事業者が処理業者に処理を委託する際，不法

投棄の防止や適正処理の確保を目的に交付する産業廃棄物管理票のこと。インターネ

ットを利用した産業廃棄物管理票を電子マニフェストといい，廃棄物の排出・処理状

況を迅速かつ的確に把握することができる。 

  ■ マニフェスト交付状況報告制度 

   産業廃棄物管理票交付等状況報告書は，平成１２年厚生省令第１１５号によりこれ

まで提出が猶予されていたが，省令改正により，平成２０年４月１日以降提出が必要

となった。マニフェストを交付した排出事業者は，前年度におけるマニフェストの交

付等の状況に関する報告書を作成し，事業場の所在地を管轄する都道府県知事又は政

令市長に提出しなければならない。 

 ■ もったいない 

   平成１７年２月に，ケニアの環境副大臣でノーベル平和賞受賞者のワンガリ・マー

タイさんが来日した際にこの言葉を知り，世界に広め環境保全の標語にしようと呼び

かけたことから注目された。「もったいない」に代表される，物を大事にする日本の心

が世界に広まり，環境にやさしい社会づくりや，地球温暖化などの環境問題の解決に

つながることが期待されている。 
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 や行 

 ■ 溶融スラグ 

      被溶解物中の無機質が溶融してガラス質になったもので，道路の路盤材などに使用 

されている。 

  ■ 溶融スラグに係るＪＩＳの品質基準の制定 

   溶融スラグをコンクリートの骨材又は一般道路用のアスファルトの骨材及び路盤材

に用いる場合の規格が，平成１８年７月に日本工業規格（ＪＩＳ）として制定された。 

 

 ら行 
 ■ レアメタル 

地球上の存在量が稀であるか，技術的・経済的な理由で抽出困難な金属のうち，工業

需要が現に存在する（今後見込まれる）ため安定供給の確保が政策的に重要であるもの

として，国の鉱業審査会でレアメタルと定義している３１種類の非鉄金属。 
 




